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【総　　論】
豊かで安定し開かれたアジア・大洋州地域

の実現は、日本の平和、安全、繁栄にとって
不可欠である。日本は日米同盟を外交の基軸
としつつ、「東アジア共同体」構想を長期的
ビジョンとして掲げ、アジア外交を積極的に
推進していく。

アジア外交の柱である「東アジア共同体」
構想は、貿易・投資、金融、環境、エネルギー、
災害救援、教育、人の交流、感染症対策など
可能な分野から開放的で透明性の高い地域協
力を積み重ねた先に実現することを目指して
いる。その際に、東アジア首脳会議（EAS）、
ASEAN（注1）+3（日本・中国・韓国）、ASEAN
地域フォーラム（ARF）、APECなどの既存
の枠組みを重層的かつ柔軟に活用していく考
えであり、どこの国が入る、入らないという
考えではなく、可能な国と一歩一歩具体的な
協力を進めていき、機能的な共同体の網を幾
重にも張りめぐらせることが唱えられてい
る。鳩山総理大臣は、11月のシンガポールに
おけるアジア政策講演においてこうした考え
方を説明するとともに、当面重視すべき分野
の例として、「共に繁栄するための協力」、「緑

のアジアを守るための協力」、「いのちを守る
ための協力」、「『友愛の海』をつくるための
協力」及び青少年交流等の人の交流を例示し
ており、今後こうした分野で協力を深めてい
く方針である。

アジアにおいて着目すべきは、その経済力
である。「世界の成長センター」と称される
この地域では、ASEAN+6（日本・中国・韓
国・インド・オーストラリア・ニュージーラ
ンド）が世界の国内総生産（GDP）の23％、
APECが53％を占め、その割合が今後も増加
傾向にあることが示すように、アジアは「世
界の成長センター」として注目されている。
特に、世界経済・金融危機後に、アジアの新
興国を中心とした景気回復は、世界経済をけ
ん引する役割を果たしている。また、この地
域では成長に伴い、今後中間層が飛躍的に増
加することが期待される。少子高齢化に直面
する日本が今後も着実な成長を続けていくた
めには、日本が有する資金・技術・知恵を活
用することでアジアの活力ある発展を促し、
成長著しい「アジア内需」を日本の成長へと
つなげていくことが重要となる。アジアでは
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（注１）	 東南アジア諸国連合（ASEAN）：1967年設立。加盟国はインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャ
ンマー、カンボジアの計10か国（2009年時点）。
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実体経済のレベルで域内統合が進んでいるも
のの、域内の一体化に向けた障壁や成長の障
害もいまだ多い。域内のヒト、モノ、カネの
流れを円滑化するとともに、インフラ整備等
を通じて成長の障害の軽減・解消に貢献する
ことが、日本、アジア、そして世界にとって
大きな利益となる。

一方、環境・気候変動、自然災害、新型イ
ンフルエンザなどの地域共通の課題も顕在化
するようになった。また、2009年の北朝鮮に
よるミサイル発射や核実験にも見られるよう
に、朝鮮半島情勢を始めとする地域の安全保
障環境は依然予断を許さない。こうした状況
の下、アジアにおける米国のプレゼンス（存
在）は日本を含めたアジアの平和と繁栄に極
めて重要な役割を果たしている。日本が日米
同盟を引き続き日本外交の基軸と位置付ける
最大の理由はここにあり、また、「東アジア
共同体構想」が提唱されるのも、まさに日米
同盟がその基軸にあるからこそである。日本
は、アジア太平洋を重視し、関与を強化して
いる米国との連携を強化しつつ、地域協力を
着実に推進していく。

隣国である韓国、中国との関係は重要であ
り、日中韓３か国は、首脳間や外相間を始め、
あらゆるレベルで関係を強化し、また日中韓
サミットの機会などを通じて、環境、経済、
大学間交流等の分野で３か国の協力を推進し
ていく。

日本がアジアの地域協力において重要視し
ているのがASEANである。ASEANは2015
年までのASEAN共同体の実現を目指し、
2009年10月に開催された第15回ASEAN首脳
会議（於：タイ）でも「ASEANの連結性の
強化」を掲げるなど、統合努力を加速化させ
ている。日本としても、結束したASEANが
地域協力のハブ（中心）となることは、日本
とASEAN、さらには、東アジア全体の安定
と繁栄にとって重要であるとの考えの下、同
月の第12回日ASEAN首脳会議においても、
域内格差是正や「連結性強化」といった取組
への積極的貢献を表明した。11月に東京で開
催された初めての日本・メコン地域諸国首脳
会議でも、ASEAN統合を進める上での課題
である格差是正に向け、開発や環境・気候変
動等に関するイニシアティブが発表され、着
実に実施されている。

また、経済連携についても、ASEANを中
心とした自由貿易協定（FTA）網の形成が
進みつつある。2008年にはASEANとの間に、
日本初の多国間経済連携協定（EPA）とな
る日・ASEAN包括的経済連携（AJCEP）協
定が発効した。また、ASEAN+3の各国で構
成される東アジア自由貿易圏（EAFTA）構想、
EAS（ASEAN+6）の各国で構成される東ア
ジア包括的経済連携 （CEPEA）構想が、従
来の民間研究の段階から政府間での検討段階
へ移行することが10月に開催されたASEAN
関連首脳会議の際に決定された。

また、11月には第17回APEC首脳会議がシ
ンガポールで開催された。首脳声明「21世紀
におけるアジア太平洋の連繋のための新たな
成長パラダイム」が採択され、均衡がある、
あまねく広がり、かつ持続可能な成長の追求
を通じ、経済の長期的な回復を図ることで一
致した。APECの枠組みにおけるアジア太平
洋の自由貿易圏（FTAAP）構想についても、
今後ありうべき道筋を探求することについて
合意している。

二国間関係はこうした地域協力の基盤とな
るとともに、日本のアジア外交の重要な柱と
なっている。韓国は、地理的に最も近いだけ
でなく、自由と民主主義、基本的人権等の基
本的価値を共有し、共に米国との同盟関係に
あり、政治、経済、文化といったあらゆる面
で極めて密接な関係にある重要な隣国であ
る。韓国とは過去の歴史を直視した上で、「シ
ャトル首脳外交」等を通じ、成熟したパート
ナーとして未来志向の日韓関係を強化してい
く。2009年にも、１月の日韓首脳会談（於：
韓国）に始まり、新政権発足後も９月にニュ
ーヨークで首脳会談を行った後、10月には鳩
山総理大臣が初の二国間での外国訪問として
韓国を訪問し、首脳会談を実施した。経済面
では、日本にとって韓国は第３位の貿易相手
国（韓国にとって日本は第２位の貿易相手国）
であり、引き続き両国は経済的にも重要な関
係にある。両国の緊密な経済関係を一層強化
するためにも、日韓EPAについて、引き続き、
交渉再開に向けて取り組んでいく。

中国は急速な経済発展を背景に、東アジア
地域を含め、国際社会の中で政治的・経済的
なプレゼンスを高めている。中国が国際社会
と協調しつつ安定的に発展することは、日本
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や地域の国々にとっても一つの機会であり、
中国が国際社会でより一層責任ある役割を果
たすことを期待している。中国との間では
2009年も引き続き、国際会議の場を含めて頻
繁に首脳会談を実施し、首脳間の緊密な意思
疎通を図った。また、両国首脳は、地域や国
際社会の諸課題に共に取り組み、「戦略的互
恵関係（注2）」の内容を一層充実、具体化して
いくことで一致している。同時に、食の安全
や東シナ海資源開発などの両国間の懸念につ
いて、引き続き取り組んでいく必要がある。

また、モンゴルとの間では、７月に東京で
行われた日・モンゴル首脳会談のほか、外相
会談を２度実施するなど、ハイレベルでの積
極的な意思疎通を通じた更なる信頼関係の強
化を図った。また、課題である経済関係強化
のために、EPAの官民共同研究の立ち上げ
に向け、政府間の実務レベル協議を開催する
ことで一致するなど、「総合的パートナーシ
ップ」の構築を目指した取組が行われた。

また、北朝鮮については、日朝平
ピョン

壌
ヤ ン

宣言に
基づき、拉

ら

致
ち

、核、ミサイルといった諸懸案
を包括的に解決し、不幸な過去を清算して国
交正常化を図るという基本方針の下、朝鮮半
島の非核化と拉致問題を含む日朝関係の双方
が共に前進するよう、日本は最大限の努力を
行っている。そのような状況の中、北朝鮮は
４月、日本を含む関係各国が自制を求めたに
もかかわらず、ミサイル発射を強行し、５月
には核実験を行った。日本にとってこれらの
北朝鮮の行動は決して容認できるものではな
く、北朝鮮に対して直ちに抗議を行った。六
者会合を通じた北朝鮮による検証可能かつ不
可逆的な核放棄を早期に実施するため、関係
国と緊密に連携し、同時に国連安保理決議に
基づく措置や日本独自の措置を着実に実施し
ていく考えである。さらに、拉致問題につい
ては、日本は北朝鮮に対し、2008年８月の日
朝実務者協議で合意された拉致問題に関する
全面的な調査を開始するよう繰り返し要求し
ているものの、いまだに北朝鮮は調査を開始
していない（2010年２月末現在）。今後とも
六者会合などの場を通じ、関係国とも緊密に
連携・協力しながら、日朝協議に真剣に取り

組み、北朝鮮に対し、拉致問題を含む諸懸案
の包括的解決に向けた具体的な行動を求めて
いく。

南アジア地域は、世界最大の民主主義国家
であるインドを擁しており、約15億人の域内
人口や地域全体としての高い経済成長率を背
景に、近年その存在感を着実に高めている。
日本との関係では、歴史的な負の遺産を持た
ず、国際機関選挙等多くの場面で日本を支持
するなど伝統的に親日的な国が多く、アジア
と中東を結ぶ海上輸送路に位置する地理的重
要性からも、緊密な協力関係の構築が重要と
なっている。グローバルパワーとして台頭す
るインドとの間では、2005年以降、首脳の年
次往来が重ねられている。2009年12月には鳩
山総理大臣がインドを訪問し、シン・インド
首相との間で、安全保障や経済等幅広い分野
で連携し、両国間の「戦略的グローバル・パ
ートナーシップ」を更に強化・発展させるこ
とを確認した。その一方で、南アジア地域は、
民主化、平和構築、テロ対策などの課題も抱
えている。スリランカにおいては、政府軍が
反政府組織を事実上壊滅させ内戦を終結させ
るなどの動きも見られた一方で、パキスタン
ではテロによる犠牲者数が過去最悪を記録す
るなど、テロ情勢には依然として改善の兆し
が見られない。パキスタンの安定は、国際社
会全体の最重要課題の一つであり、日本は
2009年４月にパキスタン支援国会合を開催す
るとともに、テロ対策支援のための新戦略と
して、11月に新たなアフガニスタン・パキス
タン支援パッケージを発表した。また、南ア
ジアの重要性を踏まえ、日本は多国間の枠組
みにおいても積極的な外交を行うために、南
アジア地域協力連合（SAARC）に対し、民
主化・平和構築支援、域内連携促進支援、人
的交流支援の三つを柱として、積極的に支援
している。

オーストラリアとニュージーランドは、ア
ジア太平洋地域において日本と基本的価値を
共有する重要な国々である。特に、オースト
ラリアとの関係は経済を中心とする二国間関
係から進化し、国際社会の平和と安定のため
に共に取り組む戦略的パートナーシップへと

（注２）	 アジア及び世界の平和、安定及び発展に対して共に建設的な貢献を行うことが、新たな時代において日中両国に与えられた厳粛な責任であるとの認識
の下、将来にわたり、二国間、地域、国際社会等、様々なレベルで互恵協力を全面的に発展させ、両国、アジア及び世界のために共に貢献する中で、互
いに利益を得て共通利益を拡大し、それによって両国関係を新たな高みへと発展させていくという関係（2007年４月11日、日中共同プレス発表）。
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発展している。その中で、共に米国の同盟国
である日豪両国は安全保障協力も深化させつ
つある。

太平洋島嶼
し ょ

国は、親日的な国が多く、国際
社会での協力や水産資源の供給の面で、日本
にとって重要なパートナーである。2009年５

月には、北海道で第５回日・太平洋諸島フォ
ーラム（PIF）首脳会議（太平洋・島サミット）
を開催し、今後３年間で500億円規模の支援
策を発表するなど、日本と太平洋島嶼国との
関係強化が打ち出された。

（1）北朝鮮

１．朝鮮半島（拉
ら

致
ち

問題を含む）

イ　北朝鮮による核・ミサイル問題
①北朝鮮によるミサイル発射（４月）

2008年12月に北京で開催された六者会合に
関する首席代表者会合では、北朝鮮による非
核化措置のための検証の具体的枠組みに関し
て合意に至らず、六者会合は膠

こ う

着状態に陥っ
ていた。このような状況の中で、北朝鮮は、
2009年４月５日、日本を含む関係各国が自制
を求めたにもかかわらず、ミサイル発射を強
行した。

これを受けて、日本政府は同日、北京の「大
使館ルート」を通じて北朝鮮に対し直ちに抗
議を行った。また、米国、中国、韓国といっ
た関係国と相次いで外相電話会談を行い、対
応を協議した。

国連安保理は、同月14日（日本時間）、議
長声明を発出し、北朝鮮によるミサイル発射
を国連安保理決議第1718号（注1）違反として非
難するとともに、北朝鮮に対して決議第1718
号の完全履行、六者会合の早期再開、共同声
明の完全実施等のための努力強化等を要求し
た。また、国連安保理北朝鮮制裁委員会（注2）は、
同月25日（日本時間）、北朝鮮に対する禁輸
対象品目の拡大（注3）、及び資産凍結対象団体
の指定（注4）に合意した。

北朝鮮は、こうした国際社会の動きに強く
反発し、同月14日の外務省声明において、「六
者会合には二度と絶対に参加しない」旨を表

明し、また、29日の外務省スポークスマン声
明において、「核実験と大陸弾道ミサイル発
射実験を含む自衛的措置をとらざるを得なく
なる」旨を表明した。

②核実験及び国連安保理決議第1874号の採択
北朝鮮は、国際社会の動きへの反発を更に

強め、５月25日には核実験を強行した。これ
を受けて、日本政府は同日、直ちに国連安保
理緊急会合の開催を要請すると同時に、北京
の「大使館ルート」を通じて北朝鮮に対し抗
議を行った。また、総理大臣声明を発出し、
北朝鮮の核実験に対し、厳重に抗議し、断固
として非難した。さらに、米国、中国、韓国
といった関係国と相次いで首脳間、外相間で
会談及び電話会談を行い、対応を協議した。
国連安保理は、６月13日（日本時間）、北朝
鮮が実施した核実験を強く非難し、追加的な
制裁措置を課す内容の決議第1874号を全会一
致で採択した（次頁参照）。

これに対し、北朝鮮は強く反発し、同日発
出した外務省声明において、「いまや核放棄
など絶対にありえないものになった」などと
した上で、今後、プルトニウムの兵器化やウ
ラン濃縮作業に取り組んでいく旨を表明し
た。また、７月４日には、関連の国連安保理
決議に違反して複数発の弾道ミサイルを発射
した。

（注１）	 2006年10月に、国連安保理が、同月に北朝鮮により発表された核実験を非難し、北朝鮮に対し、更なる核実験及び弾道ミサイル発射の中止、すべての
核兵器及び既存の核計画の放棄等を義務づけると同時に、軍関連及び核関連の特定品目等の北朝鮮に対する供給等の防止、北朝鮮の核・弾道ミサイル
及びその他大量破壊兵器（WMD）関連の政策に責任を有する個人の入国禁止、これに関与する個人・団体の資金凍結等を決定した内容の決議。

（注２）	 国連安保理決議第1718号によって設置された委員会。国連安保理決議第1874号に基づき、制裁対象となる団体・品目・個人の指定等を行う。国連安
保理理事国の代表から構成される。

（注３）	 北朝鮮への禁輸対象として、最新版のミサイル技術管理レジーム（MTCR）の規制品目リストを追加指定。
（注４）	 北朝鮮の大量破壊兵器計画等に関与している団体として、以下の３つの団体を指定（いずれも北朝鮮に所在）。
	 ①コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション（KOMID）
	 ②コリア・リョンボン・ジェネラル・コーポレーション（KRGC）
	 ③タンチョン・コマーシャル・バンク
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国際連合安全保障理事会決議第1874号（概要）（６月13日）

K　前　文　L

○�憲章第７章の下に行動し、国連憲章第41条に基づく
措置を取る。
○人道上の懸念に対応する重要性を再度強調する。
○�国連憲章の目的と原則を支持することの重要性を再
確認する。

K　本　文　L

○武器禁輸
　◦�北朝鮮からの、すべての武器・関連物資の輸出の
禁止を決定する。

　◦�北朝鮮による、すべての武器・関連物資の輸入の
禁止を決定する（小型武器・関連物資を除く）。

○貨物検査
　◦�すべての国が、国内権限・国際法に従い、自国領域
内で、禁止物品（注）の疑いのある貨物の検査を実施
するよう要請する。

　　（注）�決議第1718号及び本決議により北朝鮮への輸出入が禁止さ
れる物品

　◦�全加盟国が、禁止物品の疑いのある貨物の検査の
ため、公海上での船舶検査（旗国の同意による）を
実施することを要請する。

　◦�すべての国が検査に協力すべき旨要請する。旗国
が同意しない場合は、旗国は当該船舶に対し検査
のため適当な港に向かうよう指示することを決定
する。

　◦�全加盟国に対し、検査において特定された禁止物
品の押収・処分を行うことを決定する。

○�自国領域内又は自国民による、禁止物品を輸送する
疑いのある北朝鮮船舶への燃料供給等の禁止を決
定する。
○金融面での措置
　◦�資産凍結、モニタリング等を通じた、大量破壊兵
器・ミサイル関連計画・活動に資するすべての資金
の移転の禁止を要請する。

　◦�各国及び国際金融機関による新規援助（無償資金、
資金貸付け）の禁止を要請する（人民に直接裨

ひ

益
え き

する人道・開発目的を除く）。
　◦�各国に対し、大量破壊兵器・ミサイル計画・活動に
資するような、対北朝鮮貿易関連の公的資金協力
（輸出信用、保証、貿易保険）の禁止を要請する。

○�決議第1718号の措置の更なる具体化、及び本決議
の実施
　◦�本決議採択後30日以内に制裁委が輸出入・資産
凍結・移動禁止対象リストを作成（できない場合更
に７日以内に安保理自身が作成）することを決定
する。

　◦�本決議採択後45日以内に、またその後も制裁委
より要請があれば、決議第1718号及び本決議の
下に取った具体的措置につき報告することを要請
する。

　◦�事務総長に対し、制裁委の下に専門家グループを
設置することを要請する。

○�全加盟国に対し、北朝鮮「国民」の核・核兵器運搬シ
ステム関連の教育・訓練を監視し、防止することを
要請する。

国連安保理決議第1874号採択時の様子（６月13日（日本時間）、ニューヨーク国連本部
写真提供：UN	Photo/Eskinder	Debebe）
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③各国の取組
８月４日、クリントン元米国大統領は北朝

鮮を訪問して、金
キ ム

正
ジ ョ ン イ ル

日国防委員長と会談し、
５日には、抑留されていた米国人記者２名が
解放された（注5）。また、同月10日から17日ま
で開

ケ

城
ソ ン

工団や金
ク ム

剛
ガ ン

山
サ ン

観光事業を手がける韓国
の現代グループの玄

ヒョン

貞
ジョン

恩
ウ ン

会長も北朝鮮を訪
問し、抑留されていた韓国人が解放された（注6）

ほか、玄会長が金正日国防委員長と会談し、
共同報道文を発表した（注7）。さらに、同月21
日には金

キ ム

大
デ

中
ジュン

元韓国大統領の逝去に伴い北
朝鮮弔問団が韓国を訪問し、23日に李

イ

明
ミョン

博
バ ク

韓
国大統領と会談した（注8）。

北朝鮮を訪問中の温
お ん

家
か

宝
ほ う

中国国務院総理は
10月５日、金正日国防委員長ほかと会談した。
温家宝中国国務院総理からの六者会合再開に
向けた働きかけに対し、北朝鮮側は、朝鮮半
島の非核化は故金

キ ム

日
イ ル

成
ソ ン

国家主席の遺訓であ
り、朝鮮半島の非核化を目指すとの目標に変
わりはなく、米朝間の敵対関係を平和的関係
に転換する必要があるとした上で、六者会合
を含む多国間協議への復帰の可能性について
言及した。

同月26日には、16日に行われた南北赤十字
実務接触での北朝鮮側からの人道支援要請に
基づき、大韓赤十字社が、トウモロコシ１万
トン、粉ミルク20トン、医薬品等を北朝鮮の
乳幼児・妊婦等の弱者層向けに支援する旨を
北朝鮮側に通知した。

12月８日、ボズワース米国特別代表が訪朝
し、姜

カ ン

錫
ソ ク

柱
ジ ュ

外務第一副相、金
キ ム

桂
ケ

冠
グァン

外務副相ほ
かと会談した。ボズワース米国特別代表は、
訪朝後の記者会見で、六者会合共同声明の実
施及び六者会合再開の必要性について北朝鮮
との間で、ある程度共通の理解に到達した旨
を表明した。また、北朝鮮側に対して拉

ら

致
ち

問
題を含む日朝関係を進展させることの重要性
を強調した。12日に訪日したボズワース米国
特別代表は、岡田外務大臣への表敬及び薮中
三

み

十
と

二
じ

外務事務次官との協議を行い、訪朝結

果を報告した。

ロ　日朝関係
①日朝協議

2008年には、２回にわたり、日朝実務者協
議が開催され、拉

ら

致
ち

問題に関する全面的な調
査の実施及びその具体的態様等につき日朝間
で合意した。しかし、同年９月に北朝鮮側か
ら、引き続き日朝実務者協議の合意を履行す
る立場であるが、調査開始を見合わせるとの
連絡があり、それ以降、日本政府は北朝鮮側
に早期の調査開始を繰り返し要求している
が、北朝鮮はいまだに調査を開始していない

（2010年２月末現在）。政府としては、今後と
も六者会合などの場を通じ、関係国とも緊密
に連携・協力しながら、北朝鮮に対し、拉致
問題を含む諸懸案の包括的解決に向けた具体
的な行動を求めていく考えである。

②拉致問題に関する取組
2010年２月末現在、政府が認定している日

本人拉致事案は12件17名であり、その内12名
がいまだ帰国していない。北朝鮮は、12名の
内、８名は死亡し、４名は入境を確認できな
いと主張しているが、そのような主張につい
て納得のいく説明がなされていない以上、安
否不明の拉致被害者はすべて生存していると
の前提で取り組んできている。北朝鮮による
拉致は、日本の主権及び国民の生命と安全に
かかわる重要な問題であり、政府としては、
その解決を最重要課題の一つと位置付け、す
べての拉致被害者の安全確保と即時帰国、真
相究明等を、日朝協議等において強く要求し
てきている。

③対北朝鮮措置
2006年７月の北朝鮮によるミサイル発射、

同年10月の北朝鮮による核実験実施発表を受
け、また、北朝鮮が引き続き拉致問題につい
て何ら誠意ある対応を見せていないことなど

（注５）	 2008年３月、中朝国境付近で米国人女性記者２名が、北朝鮮側に拘束される事件が発生していた。
（注６）	 2008年３月、開城工団で勤務中の韓国人職員１名が北朝鮮当局に抑留される事件が発生した。４月から７月にかけて南北実務当局者間接触が行われ

たが、北朝鮮は抑留韓国人の解放を拒否したまま開城公団労働者の賃金引き上げ等を要求し、議論は平行線をたどっていた。
（注７）	 内容は、①金剛山観光の再開、②韓国人人員の陸路通行等の原状復帰（８月20日に北朝鮮側が制限措置を解除する旨通報、９月１日から原状復帰）、③

開城観光の再開、④白頭山観光の再開、⑤秋夕（中秋節：10月３日）の南北離散家族再会（９月26日～10月１日に実施）。
（注８）	 李明博政権は、「非核・開放・3000政策」を掲げ、北朝鮮による核放棄の原則を堅持する方針を維持している。このような政策に北朝鮮は強く反発してお

り、2008年２月の政権発足以降、南北関係は厳しい状況を迎えており、引き続きその動向が注目される。
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（注９）	 2006年７月５日の北朝鮮によるミサイル発射を受け、万景峰92号の入港禁止を含む９項目の対北朝鮮措置を即日実施し、同年10月9日の北朝鮮によ
る核実験実施の発表を受け、同11日、すべての北朝鮮籍船の入港禁止及び北朝鮮からの輸入禁止を含む4項目の対北朝鮮措置を発表した。

（注10）	 2009年４月５日の北朝鮮によるミサイル発射を受け、同10日に北朝鮮を仕向地とする支払手段等の携帯輸出について届出を要する金額（下限額）を現
行の100万円超から30万円超に引き下げること、北朝鮮に住所等を有する自然人等に対する支払について報告を要する金額（下限額）を現行の3,000万
円超から1,000万円超に引き下げることを発表した。また、５月25日の北朝鮮による核実験実施発表を受け、６月16日に北朝鮮に向けたすべての品目
の輸出を禁止、「北朝鮮の貿易・金融措置に違反し刑の確定した外国人船員の上陸」及び「そのような刑の確定した在日外国人の北朝鮮を渡航先とした
再入国」を原則として許可しないことを発表した。さらに、６月13日に採択された国連安保理決議第1874号を受け、７月６日に北朝鮮の核関連、弾道ミ
サイル又はその他の大量破壊兵器関連の計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う資産移転等の防止、及び北朝鮮の拡散上機微な核活動等にか
かる専門教育・訓練の防止等を発表した。日本が実施する貨物検査等に関する特別措置法案については、10月30日に閣議決定、同日国会に提出した。	

（注11）	 また、議長総括において、「首脳は、北朝鮮による最近の核実験、弾道ミサイル発射を最も強い表現で非難し、北朝鮮に対し、更なる挑発を差し控え、六
者会合への早期復帰に取り組むことを要請した。」とのメッセージが盛り込まれた。

（注12）	 鳩山総理大臣は、「北朝鮮による核実験とミサイル発射は、地域のみならず国際社会全体の平和と安全に対する脅威であり、断固として認められません。
北朝鮮が累次の国連安保理決議を完全に実施すること、そして国際社会が諸決議を履行することが重要です。日本は、六者会合を通じて朝鮮半島の非
核化を実現するために努力を続けます。日朝関係については、日朝平壌宣言に則り、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去
を誠意をもって清算して国交正常化を図っていきます。特に、拉致問題については、昨年に合意したとおり速やかに全面的な調査を開始する等の、北朝
鮮による前向きな行動が日朝関係進展の糸口となるでありましょうし、そのような北朝鮮による前向きかつ誠意ある行動があれば、日本としても前向き
に対応する用意があります。」旨を述べた。

（注13）	 同決議は、国連総会本会議において2005年から５年連続で採択されている。

を総合的に勘案し、政府は一連の対北朝鮮措
置（注9）を決定し、これらの措置を依然として
継続している（2010年２月末現在）。また、
2009年４月の北朝鮮によるミサイル発射、５
月の北朝鮮による核実験実施発表を受け、政
府は追加の対北朝鮮措置を決定した（注10）。

ハ　国際社会との連携
日本政府は、各種の国際会議、首脳会談等

の外交上の機会をとらえ拉致問題を含む北朝
鮮問題を提起し、諸外国からの理解と協力を
得ている。７月のG8ラクイラ・サミット（於：
イタリア）では、北朝鮮問題についての日本
の主張を参加国が支持した結果、首脳宣言で
は「我々は、北朝鮮に対し、関連の国連安保
理決議の更なる違反を差し控え、これらを完
全に遵守し、六者会合への早期復帰を含め、
対話と協力に取り組むことを要請する。この
観点から我々は、北朝鮮によるすべての核兵
器及び既存の核計画の放棄を含め、2005年９
月19日の共同声明の完全な実施の重要性を強
調する。我々は、すべての参加者がこの形式
の下での合意された措置を実施する必要性を
認識する。我々はまた、北朝鮮が、拉致問題
を含む人道上の問題に対する国際社会の懸念
に直ちに取り組むことを要請する。」旨が盛
り込まれた（注11）。また、９月の国連総会一般討
論演説において、鳩山総理大臣から北朝鮮問
題に関する日本政府の決意を表明した（注12）。

10月10日に北京において開催された第２回 
日中韓サミットにおいて、鳩山総理大臣、李
明博韓国大統領及び温家宝中国国務院総理
は、北朝鮮から前向きで具体的な対応を引き
出すために引き続き緊密に連携することで一
致した。また、タイで開催された日・ASEAN

首脳会議（10月24日）、ASEAN+3首脳会議（10
月24日）及びEAS（10月25日）において、
鳩山総理大臣から、北朝鮮をめぐる諸懸案の
包括的解決が重要であり、国連安保理決議の
履行、北朝鮮の六者会合復帰と共同声明実施
の約束、拉致問題等の人権状況への北朝鮮側
の前向きかつ具体的な対応が必要である旨を
指摘したことに対し、各国からは、理解と支
持が表明された。さらに、日米間では、訪日
したオバマ米国大統領との日米首脳会談（11
月13日）において、北朝鮮問題について日米
で引き続き緊密に協議を行うことで合意し、
翌14日、オバマ米国大統領は米国の対アジア
政策演説の中で、北朝鮮による六者会合への
復帰と朝鮮半島の全面的かつ検証可能な非核
化を働きかけるとともに、「北朝鮮と近隣諸
国との完全な国交正常化は、日本人の被害者
家族が拉致被害者に関する十分な説明を受け
ることが前提となる。」旨を述べた。

さらに、12月19日（日本時間）には、日本
が、EUと共同で提出した北朝鮮人権状況決
議（注13）が、賛成99票、反対20票、棄権63票
で国連総会本会議において採択された。この
決議は、国際的懸念事項である拉致問題に対
する極めて深刻な懸念を改めて表明し、北朝
鮮に対してこの問題の早期解決を強く求めて
いる。

ニ　その他（「脱北者」の問題等）
北朝鮮から逃れた脱北者は、滞在国当局の

取締りや北朝鮮への強制送還等を逃れるため
潜伏生活を送っており、政府としては、こう
した脱北者の保護及び支援について、北朝鮮
人権法の趣旨を踏まえ、人道上の配慮、関係
者の安全、脱北者の滞在国との関係等を総合
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的に勘案しつつ対応している。日本国内に受
け入れた脱北者については、関係省庁間の緊
密な連携の下、定着支援のための施策を推進
している。

ホ　北朝鮮内政・経済
北朝鮮は、金正日国防委員長が主に朝鮮労

働党を通じて全体を統治しており、「先軍政
治」と呼ばれる軍事優先政策を実施している。
また、４月には、憲法を改正し、国防委員長
の権限を強化するなど体制の強化を図った。

北朝鮮は、社会主義圏崩壊以降の厳しい経
済難から、1990年代中盤以降、部分的な経済
改革に着手した（注14）。また、1998年以来、思
想、政治、軍事、経済の強大国である「強盛
大国」の建設を標榜

ぼ う

し、近年は経済復興に努
力していた。しかし、エネルギーを含め、全
般的な資材・資金不足の中で、こうした措置
が生産活動の活性化につながっているのか、
貧富の差の拡大をもたらしていないのかな
ど、不透明な点が多い。４月からは、全国的

な生産拡大キャンペーンである「150日戦闘」
及び「100日戦闘」を行ったほか、12月には
デノミネーション（注15）を実施した。日本政
府は、これら施策の真意やその後の動向等に
ついて、引き続き情報収集に努めている。

2008年の北朝鮮の経済成長率は、推計3.7%
（韓国銀行推計値）であり、３年ぶりにプラ
ス成長に転じた。しかし、これは一時的な要
因に起因しているものと考えられ、依然とし
て資材・資金の不足、生産施設の老朽化、遅
れた技術水準等の問題は産業全体に存在して
いるものとみられる。また、食糧事情につい
ても、近年、慢性的な肥料不足等の影響で穀
物総生産量が低調な水準で推移しており、
2009年についても引き続き厳しい状況にあっ
たと考えられる。

北朝鮮は、近年中国との経済関係を急速に
拡大している。2008年の北朝鮮による対中貿
易額は、総額で約27.8億米ドルに上り（大韓
貿易投資振興公社（KOTRA）推計値）、北
朝鮮の対外貿易の約５割を占めている。

（注14）	 2002年7月には、価格体系や配給制度の変更を含む「経済管理改善措置」を実施し、一定範囲で利潤の追求を認めている。また、2003年には公の管理
の下に、総合市場を全土に300か所余り設置したとされ、個人や企業が農産品や消費財を販売している。

（注15）	 急激なインフレ等による不便を解消するため、既存の通貨の計算単位の変更（切下げ）を行うこと。北朝鮮は100ウォンを１ウォンとするデノミネーショ
ンを行った。

（注16）	 2009年には、６回の首脳会談（１月（於：ソウル）、４月（於：ロンドン）、４月（於：パタヤ）、６月（於：東京）、９月（於：ニューヨーク）、10月（於：ソウル））及
び６回の外相会談（２月（於：ソウル）、３月（於：ハーグ）、４月（於：東京）、５月（於：ハノイ）、７月（於：プーケット）及び9月（於：東京））を実施した。

イ　日韓関係
日韓両国は、自由と民主主義、

基本的人権等の基本的価値を共有
する重要な隣国同士であり、首
脳・外相レベルを始め、様々な分
野で重層的な政府間対話が行われ
た（注16）。９月に開催された国連総
会において、鳩山総理大臣と李明
博韓国大統領との間で行われた日
韓首脳会談で、鳩山総理大臣は、
日韓関係は日本にとって最も重要
な隣国関係であり、更なる関係強
化を図りたい旨を述べ、両首脳は、
今後とも日韓で北朝鮮問題を始め
とした様々な問題について緊密に
連携することで一致した。10月に
は、鳩山総理大臣は初の二国間で

（2）韓国

就任後、初めて韓国を訪問し、李
イ

明
ミョン

博
バク

韓国大統領夫妻と手を取り合う鳩山総理
大臣夫妻（10月９日、韓国・ソウル　写真提供：内閣広報室）
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（注17）	 2006年3月1日から短期滞在査証免除措置の無期限延長を実施した。また、2005年8月1日から羽田―金浦間の航空便は倍増し、１日８便が運航して
いるが、2010年10月以降、1日当たり最大12便とすることに合意している。

の外国訪問として韓国を訪問した。その際の
日韓首脳会談では、両首脳が形式張らずに頻
繁に往来する「シャトル首脳外交」を実施し、
首脳・閣僚間の会談を頻繁に行い、日韓関係
を更に強化していくこと、また、未来志向の
関係を構築していくために様々な分野で緊密
に協力していくことで一致した。

日韓両国民の相互理解と交流の流れは着実
に深化、拡大している。日韓両政府が両国民
の交流環境の整備に向けた施策を講じている
こともあって（注17）、1965年の国交正常化当時
には年間約１万人であった両国間の人の往来
は、2009年には約464万人に達した。

日韓両国の一般市民が参加する交流事業で
ある「日韓交流おまつり」はこれまでソウル

でのみ開催されてきたが、2009年に５回目を
迎えることを記念し、９月に初めて東京とソ
ウルで同時に開催した。東京では約14万人、
ソウルでは約６万人が参加し、大成功を収め
た。また、2007年度から５年間の予定で開始
された「21世紀東アジア青少年大交流計画」
の下、2009年度は、1,400人を超える韓国の
中高生、大学生、教員等が訪日した。さらに、
10月の日韓首脳会談（於：韓国）では、1999
年に設置された日韓文化交流会議の第３期を
早期に立ち上げることで一致しており、日韓
両国間の文化・芸術交流促進について幅広く
協議し、日韓両国間の文化交流増進に積極的
な役割を果たす場として、両国間の国民・文
化交流、ひいては全般的な日韓関係の発展に

日本の対韓国貿易額（過去５年）

単位：億円

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

韓国への輸出額 51,460 58,489 63,790 61,699 44,123

韓国からの輸入額 20,712 23,834 31,783 32,107 20,501

収支（日本の黒字） 19,513 24,017 24,507 26,706 23,622

出典：財務省貿易統計から算出

7

6

5

4

3

2

1

0

（兆円）

（年）2005
出典：財務省貿易統計

2006 2007 2008 2009

韓国への輸出額 韓国からの輸入額収支（日本の黒字）
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寄与することが期待されている。このほか、
交流を深化、拡大させるための様々な取組が
実施されている（注18）。

日韓両国は、北朝鮮問題においても緊密に
連携しているほか、気候変動問題、海洋ゴミ
問題、黄砂問題等の環境分野での協力、開発
途上国の開発支援での協力等国際社会におけ
る協力も進めている。10月の日韓首脳会談で
は、「日韓グリーン・パートナーシップ構想」
を推進することで一致した。アフガニスタン
では、職業訓練センターへの日韓両国の専門
家派遣、大豆栽培の日韓共同支援等が実施さ
れており、更なる協力の可能性を検討してい
る。

また、二国間にとどまらず、「国際社会に
共に貢献する日韓関係」について両国の専門
家が幅広い分野で研究を行う「日韓新時代共
同プロジェクト」が２月に発足し、2010年に
報告書が提出される予定となっている。

2006年に再開された排他的経済水域（EEZ）
境界画定交渉は、2009年３月に第10回交渉を
実施し、現在も交渉が継続中である。また、

EEZ境界画定には一定の時間がかかることか
ら、緊急を要する課題として、海洋の科学的
調査に係る暫定的な協力の枠組み交渉も併せ
て行っている。

2007年６月に本格的に開始した第２期日韓
歴史共同研究は、計５回の全体会議を経て 

（注19）、共同研究の成果が取りまとめられた。
また、朝鮮半島出身者の遺骨問題については、
東京都目黒区の祐天寺に安置されている旧軍
人・軍属の遺骨を、2008年１月に101体、同
年11月に59体返還したのに続き、2009年７月
には44体を返還するなど、着実に進展させて
きている。そのほかにも、在サハリン ｢韓国
人｣ 支援（注20）等、多岐にわたる分野で真摯

し

に取り組み、目に見える進展を図ってきた。
なお、日韓間には竹島をめぐる領有権の問

題があるが、歴史的事実に照らしても国際法
上も明らかに日本固有の領土であるという竹
島についての日本政府の立場は一貫してお
り、パンフレットの作成などにより対外的に
周知するとともに（注21）、韓国側に対しても累
次にわたり申し入れている。いずれにせよ、

（注18）	 2000年に開始された日韓共同理工系学部留学生事業については、2008年12月の日韓首脳会談で同事業の第２期の立ち上げに合意。さらに、2009年
５月の日韓外相会談で、2010年から10年間1,000人規模で実施することを確認。その後、2009年秋に目標の1,000人受け入れを達成。また、2009年
春から３年間にわたり合計1,500人の大学生・大学院生の留学を日韓両政府が支援する「日韓大学生交流事業」を開始した。99年に導入された日韓ワー
キングホリデー制度は2008年４月の首脳会談で、日韓それぞれの参加者上限を、現行の3,600人から、2009年には倍増の7,200人に、2012年までに
10,000人に拡大することで一致した。

（注19）	 2001年の日韓首脳会談を受け、2002年、日韓の歴史学者で構成される研究委員会が発足（第１期日韓歴史共同研究）。約３年間の研究活動を経て、
2005年6月に日韓歴史共同研究報告書を公表した。引き続き、2005年６月の日韓首脳会談に基づき、第２期日韓歴史共同研究を実施。

（注20）	 終戦前、様々な経緯で旧南樺太（サハリン）に渡り、終戦後、ソ連による事実上の支配の下、韓国への引揚げの機会が与えられないまま、長期間にわたり、
サハリンに残留を余儀なくされた朝鮮半島出身者の一時帰国支援、永住帰国支援を行ってきている。

（注21）	 2008年２月、外務省は、「竹島　竹島問題を理解するための10のポイント」と題するパンフレットを作成した。現在、日本語、英語、韓国語、フランス語、
ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、アラビア語、ロシア語、中国語の10言語版が、外務省ホームページで閲覧可能。

日韓交流おまつり2009の様子（９月20日、東京　写真提供：日韓交流おまつり実行委員会）
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（注22）	 日韓EPA交渉は2003年12月に開始されたが、2004年11月の第6回交渉会合以降中断されている。2008年2月の日韓首脳会談において、交渉再開に向
けた検討及び環境醸成のための実務者協議を開催することで一致し、2009年12月までに4回の協議を開催している。

（注23）	 政府機関の多数を忠清南道に移転し、行政中心複合都市（世宗市）を建設する計画。盧武鉉政権時代に決定された。

日本政府としては、この問題の平和的解決の
ため、粘り強い外交努力を行っていく方針で
ある。

ロ　日韓経済関係
日本にとって韓国は第３位の貿易相手国、

韓国にとって日本は第２位の貿易相手国であ
るが、2008年秋以降の世界経済・金融危機の
影響により、2009年の日韓の貿易総額は対前
年比29.9％減の約6.5兆円（財務省貿易統計確
定値）となった。また、韓国の対日貿易赤字
は、前年比24.2％減の約2.4兆円となった。

また、日韓間の投資額も大幅に減少した。
2009年の日本からの対韓直接投資額は、58.6
％減の約1,014億円であり、韓国からの対日
直接投資額は、18.4％減の約239億円となっ
た（財務省対外・対内投資統計速報値）。

2009年、日韓両国では、産業間交流が活発
に行われた。４月にソウルで開催された日韓
部品素材調達・供給展示会を始めとする各種
展示会や、７月に東京で行われた日韓中小企
業CEOフォーラムなどが開催され、韓国側
からも高い評価を受けた。

日韓EPA交渉（注22）については、2008年から、
交渉再開に向けた検討及び環境醸成のための
実務者協議を開催してきたが、2009年２月の
日韓外相会談において、実務者協議のレベル
を格上げすることで一致した。この合意を受
けて、７月及び12月、審議官級を代表とした
実務者協議が開催され、日韓EPAの重要性
についての認識が共有された。

また、４月に日韓経済局長協議が立ち上げ
られ（12月に第２回開催）、10月には第８回 
日韓ハイレベル経済協議が開催されるなど、
政府レベルでの対話・協議が活発に行われた。

環境分野における両国の協力が近年進展し
ている。９月には、第12回日韓環境保護協力
合同委員会が開催され、日韓間の環境保護分
野の協力に加え、気候変動問題や生物多様性
等の地球環境問題に関する議論が行われた。
また、10月の日韓首脳会談において、「日韓
グリーン・パートナーシップ構想」を立ち上
げ、両国間で気候変動問題を含む環境協力を
強化していくことが合意された。この一環と

して気候変動に関する日韓ハイレベル協議が
開催され、気候変動を含めた国際的課題に関
する両国の協力の重要性が再確認された。

さらに、科学技術分野の協力も強化されて
おり、宇宙分野においては、韓国の多目的観
測衛星を日本のH-ⅡAロケットを用いて打ち
上げることが、１月に正式決定された。６月
の日韓首脳会談（於：東京）においては、宇
宙分野での日韓協力強化の方法について更に
議論を深めていくことで一致した。原子力分
野についても、７月に第１回日韓原子力協定
交渉が開催されるなど、両国間の協力の進展
が見込まれる。

ハ　韓国情勢
①内政

2009年に就任２年目を迎えた李明博政権
は、当初30％前後の支持率を維持していたが、
４月の補欠選挙における与党ハンナラ党の敗
北、５月の盧

ノ

武
ム

鉉
ヒョン

前大統領の逝去等を受け、
一時20％台まで支持率が下落した。その後、
10月前半に政府が打ち出した庶民重視政策や
2010年のG20サミットの韓国開催決定等で、
再び40％前後まで回復した。10月末の補欠選
挙の結果等を受けて、支持率は再度下落した
ものの、2009年後半は、概

おおむ

ね40％前後で推移
した。

2009年は４月と10月に国会議員の補欠選挙
が行われた。与党ハンナラ党にとっては、４
月の補欠選挙で全敗し、10月の補欠選挙でも
２選挙区での勝利にとどまるなど、厳しい結
果に終わった。国会では、様々な懸案をめぐ
って与野党間で激しい攻防が行われた。６月
の臨時国会では、盧武鉉前大統領の逝去を受
けて、野党民主党が李明博大統領の謝罪や捜
査責任者の更迭等を要求した。７月中旬以降
は、大企業・新聞社の放送産業参入等を目的
とするメディア関連法改正等をめぐり与野党
が対立し、９月の通常国会が初日から空転し
た。

また、９月の内閣改造で就任した鄭
チャン

雲
ウ ン

燦
チャン

韓
国国務総理が、世

セ

宗
ジョン

市計画（注23）を修正する
方針を掲げると、野党は一斉に反発、11月末
には李明博大統領が同計画の修正の必要性に
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言及しつつ、国民に対して謝罪するなど、世
論を二分する深刻な国内問題となった。韓国
政府は、2010年１月11日、世宗市を大企業や
大学・研究機関を誘致して「教育科学中心経
済都市」として建設するとの修正計画を正式
に発表した。

②経済
2008年９月以降、韓国経済は、世界経済・

金融危機の影響を受けてマイナス成長を記録
していたが、2009年に入り、貿易収支等が堅
調で回復基調にある。

経済成長率（GDP成長率）は、世界経済・
金融危機の影響が大きく、前年の2.2％よりも
低い0.2％であった。貿易収支は、ウォン安の
影響等もあって、過去最大の561億米ドルの
黒字を記録した。また、2008年９月以降、急
激なウォン安（注24）及び株価急落（注25）が進行
していたが、2009年３月以降に持ち直しつつ
ある。

韓国政府は、2008年秋以降の経済危機を受

け、2008年11月、14兆ウォン規模の「経済難
局克服総合対策」を発表した。また、同年10
月、米国連邦準備制度理事会（FRB）との
最大300億米ドルの韓米通貨スワップ協定を
結び（2010年２月終了）、同年12月には日本
銀行及び中国人民銀行との間で既存のスワッ
プの限度額をそれぞれ300億米ドルに拡大す
ることで合意した。さらに、李明博政権が重
視している低炭素・グリーン成長に関しては、
2009年１月に４年間で50兆ウォン、約96万人
の雇用創出を掲げた「グリーン・ニューディ
ール事業推進方策」、７月には５年間で107兆
ウォンを投入し、156～181万人の雇用創出を
目標とする「緑色成長国家戦略及び５か年計
画」を発表した。

また、11月に韓国の経済協力開発機構開発
援助委員会（OECD/DAC）の加盟が決定し
た。2010年11月には、G20サミットの韓国開
催も決定されており、韓国の経済力や国際社
会での地位向上を示す機会になるものと思わ
れる。

（注24）	 2009年3月2日には、1米ドル＝1,570.3ウォン、100円＝1,610.9ウォンを記録。対円レートは近年の最高値（2007年7月）からほぼ半分に減価していた。
（注25）	 2007年秋に2,000ポイントに達していた韓国株価（KOSPI）は、2008年秋に、一時1,000ポイントを割り込んだ。その後は、徐々に回復傾向にある。
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（1）中国

２．中国・モンゴル等

イ　首脳間の対話　
【ロンドン金融サミットにおける日中首脳会談】
（4月2日、於：ロンドン（英国））

麻生太郎総理大臣は、ロンドン金融サミッ
ト出席のため訪問中のロンドン（英国）にお
いて、胡錦濤中国国家主席との間で会談を行
った。両首脳は、「戦略的互恵関係」にある
日中両国として、厳しい国際金融・経済情勢
に関して、意思疎通を強化し、積極的に協力
していくことを確認した。また、麻生総理大
臣から、2008年に一致したように、タイムリ
ーな首脳間の意思疎通を行っていきたい旨を
述べた。あわせて、東シナ海の資源開発、食
の安全、北朝鮮によるミサイル発射について
も意見交換した。

【ASEAN関連首脳会議における日中首脳会談】
（4月11日、於：パタヤ（タイ））

麻生総理大臣は、ASEAN関連首脳会議に
出席のため訪問中のパタヤ（タイ）において、
温
お ん

家
か

宝
ほ う

中国国務院総理との間で会談を行っ
た。４月末の麻生総理大臣の中国（北京）へ
の訪問について、温家宝中国国務院総理から
歓迎の意が表明され、この訪問が成功するよ
う緊密に準備を強化していくことで一致し
た。また、東シナ海の資源開発、食の安全に
ついて意見交換を行った。北朝鮮のミサイル

発射について、両首脳は、①国際社会が一致
して、迅速に、はっきりとしたメッセージを
発出することが重要であるとの点で一致し、
②今回の日中首脳会談での議論を踏まえ、改
めて対応について検討することとし、③日中
韓首脳会議の機会を利用して、意見交換を行
うことを確認した。

【麻生総理大臣訪中】
（4月29日～30日、於：北京）

麻生総理大臣は、温家宝中国国務院総理の
招待により中国（北京）を訪問し、胡錦濤中
国国家主席及び温家宝中国国務院総理とそれ
ぞれ会談を行った。会談では、日中「戦略的
互恵関係」を具体化する観点から、特に、①
経済・ビジネス分野、②環境・エネルギー・
気候変動問題、③国民交流の各分野における
協力の推進で一致した。また、新型インフル
エンザ問題で緊密に協力していくことを確認
したほか、麻生総理大臣から、食の安全につ
いてギョウザ事件の真相解明、東シナ海資源
開発について国際約束締結交渉の早期開始に
向けた温家宝中国国務院総理の指導力発揮、
核軍縮について中国の協力等を求めた。北朝
鮮については、六者会合において議長国であ
る中国に重要な役割を果たしてほしい旨を述
べ、中国側の引き続きの協力を求めた。また、

首脳会談に臨む鳩山総理大臣（左）と胡
こ

錦
きん

濤
とう

中国国家主席
（9月21日、米国・ニューヨーク　写真提供：内閣広報室）
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麻生総理大臣は、北京日本文化センター、首
都鋼鉄をそれぞれ視察し、「日中次世代ビジ
ネス・リーダーとの集い」に出席し、講演を
行った。

【国連総会における日中首脳会談】
（9月21日、於：ニューヨーク（米国））

鳩山総理大臣は、国連総会等に出席するた
めに訪問中のニューヨーク（米国）において、
胡錦濤中国国家主席との間で総理大臣就任後
初めてとなる日中首脳会談を行った。会談に
おいて双方は、「戦略的互恵関係」の推進で
一致したほか、日中関係や地域・国際社会の
問題について幅広く意見交換を行った。鳩山
総理大臣から、友愛の精神（自分のみならず
他人の自由と人格の尊厳をも尊重する考え
方）に基づいて、対アジア外交を進めていき
たい旨を発言し、信頼関係を築き、長期的に
は、東アジア共同体を構築していくことが重
要であることについて指摘した。また、東シ
ナ海の資源開発につき、鳩山総理大臣から東
シナ海を「いさかいの海」でなく「友愛の海」
にしたい旨を述べた。胡錦濤中国国家主席か

らは、昨年の合意は重要な進展であり、中国
側としても、東シナ海を「平和・協力・友好
の海」にしていきたい旨を述べた。

【日中韓サミットにおける日中首脳会談】
（10月10日、於：北京）

鳩山総理大臣は、日中韓サミットへの参加
のために訪問中の北京において、温家宝中国
国務院総理と会談を行った。会談では、「友愛」
外交、青少年交流、ハイレベル交流、食の安
全、東シナ海資源開発問題、歴史問題、気候
変動問題など多岐にわたる議題について意見
交換を行った。ハイレベル交流については、
鳩山総理大臣から、温家宝中国国務院総理に
対する公式訪日の招待を表明し、温家宝中国
国務院総理からは、2010年の適切な時期に改
めて日本を訪問したいとの回答があった。ま
た、食の安全に関し、鳩山総理大臣から新た
な協力枠組みとして、担当閣僚級による定期
協議を含む「日中食品安全推進イニシアティ
ブ」の創設を提唱し、温家宝中国国務院総理
もこれに賛意を表明した。

首脳会談に臨む鳩山総理大臣（左）と温
おん

家
か

宝
ほう

中国国務院総理
（10月10日、中国・北京　写真提供：内閣広報室）
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2009年の主な日中政府間対話

1月

2月

3月

4月

6月

7月

9月

10月

11月

12月

日中戦略対話 （於：東京）

曾蔭權（ドナルド・ツァン）香港行政長官訪日 （於：東京）
中曽根弘文外務大臣訪中 （於：北京）

浜田靖一防衛大臣訪中 （於：北京）
第11回日中安保対話 （於：東京）

ロンドン金融サミットにおける日中首脳会談 （於：ロンドン（英国））
ASEAN関連首脳会議における日中首脳会談 （於：パタヤ（タイ））
麻生総理大臣訪中 （於：北京）

第2回日中ハイレベル経済対話 （於：東京）
第2回日中ハイレベル経済対話における日中外相会談 （於：東京）
日中戦略対話 （於：北京）

第5回日中人権対話 （於：東京）
ASEAN関連外相会合における日中外相会談 （於：プーケット（タイ））

国連総会における日中首脳会談 （於：ニューヨーク（米国））
日中韓外相会議における日中外相会談 （於：上海）

日中外相会談（於：北京）
日中韓サミットにおける日中首脳会談 （於：北京）

楊
よ う

潔
け つ

篪
ち

外交部長訪日 （於：東京、京都）
梁
りょう

光
こ う

烈
れ つ

国防部長訪日 （於：東京、京都、大阪、福岡、長崎）

習
しゅう

近
き ん

平
ぺ い

国家副主席訪日 （於：東京、福岡）
COP15首脳級会合における日中首脳会談 （於：コペンハーゲン（デンマーク））
第11回日中漁業共同委員会 （於：北京）

【COP15首脳級会合における日中首脳会談】
（12月18日、於：コペンハーゲン（デンマーク））

鳩山総理大臣は、COP15への出席のため
に訪問中のコペンハーゲン（デンマーク）に
おいて、温家宝中国国務院総理との間で日中
首脳会談を行った。会談では、日中関係に加
え、気候変動問題について突っ込んだ意見交

換が行われた。両首脳は、ハイレベル交流の
重要性につき双方で一致し、鳩山総理大臣か
ら、温家宝中国国務院総理の早期訪日、2010
年の秋に横浜で開催予定のAPECでの胡錦濤
中国国家主席の訪日を歓迎する旨を述べ、温
家宝中国国務院総理からは謝意が示された。
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ロ　活発な人的交流と相互理解の深化
①日中間の人的交流の現状

日本と中国の人的交流は、2008年は延べ約
466万人（訪日者数延べ約121万人、訪中者数
延べ約345万人）で、全体としては約46万人
減少したものの、中国からの訪日者数は引き
続き増加した。2009年７月からは、観光分野
における日中間の人的交流促進のため、中国
人への個人観光査証（ビザ）の発給が開始さ
れた。

②日中青少年交流
2009年は、2008年に引き続き4,000人規模

の日中青少年の相互訪問を実施するため、高
校生交流に加え、大学生、教員、行政、経済、
農業、学術、文化芸術、メディア、科学技術、
医療・衛生、環境・省エネ等の分野における
青年代表の招へい・派遣を行った。一方、新

型インフルエンザの影響もあり、高校生を中
心に一部の交流事業が延期となったことか
ら、相互訪問者数の総計は3,000人余となっ
た。

また、12月、習近平国家副主席が来日した
際、鳩山総理大臣から、これまでの毎年
4,000人規模の交流に加え、今後、毎年700名
規模で中国の次世代を担うメディア、研究者
等の青年を招へいすることを提案し、青少年
交流を一層充実させることで一致した。

③各分野における交流
a　安全保障分野での交流

日本と中国は、安全保障分野の交流強化を
図ることで一致しており、３月、東京におい
て約２年８か月ぶりに第11回日中安全保障対
話を行うとともに、３月に浜田靖一防衛大臣、
７月に赤星慶治海上幕僚長が中国を訪問し
た。11月には、中国海軍練習艦「鄭

て い

和
わ

」が訪
日するとともに、同月、梁光烈国防部長が訪
日した。

b　人権対話
2008年に引き続いて、７月に日中人権対話

を開催し、「両国の人権分野における政策と
実践」や「国連における人権分野での協力」
について意見交換を行うとともに、次回対話
の実施についても一致した。

c　日中歴史共同研究
戦後60年を含めた二千年余の日中交流史に

ついて、両国の有識者間で忌
き

憚
た ん

のない議論を
中国四川高校生訪日団歓迎レセプションの様子
（8月24日、東京　写真提供：（財）日中友好会館）

外相会談に臨む岡田外務大臣（右）と楊
よう

潔
けつ

篪
ち

中国外交部長
（11月19日、中国・北京）
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重ね、歴史に対する客観的認識を深めること
で相互理解を増進することを目的に、2006年
12月以来計３回、全体会合が実施された。12
月の第４回全体会合（最終会合）において、
それまでの共同研究の総括を行い、研究成果
である報告書及びその日中両国語への翻訳を
段階的に発表することとなった。なお、2008
年５月の胡錦濤中国国家主席訪日時に、両国
首脳は歴史共同研究の果たす役割を高く評価
し、今後も継続していくことで一致している。

d　新日中友好21世紀委員会
本委員会は、21世紀における日中関係を一

層発展させていくため、日中双方の有識者が、
政治、文化、科学技術等の幅広い分野に関し
て議論し、両国政府首脳に提言・報告を行う
委員会であり、1984年以来、約５年ごとに委
員を入れ替えて行われてきた。11月に東京で
開催された日中外相会談において、日中双方
の委員リストを交換し、新しいメンバーによ
る委員会が発足した（日本側座長は、西室泰
三東京証券取引所グループ取締役会長・東芝
相談役。中国側座長は、唐

と う

家
か

璇
せ ん

前国務委員）。

e　中国からの招へい
日中関係の更なる発展のため、青年、高校

生等次世代を担う青少年の招へいのほか、中
国の中央及び地方政府の指導者、中国の政・
経・官・学等の各界において一定の影響力を
有する者、次世代の指導者等の各種招へいを
行い、中央から地方、各種分野との幅広い関
係構築・強化に努めている。2009年は特に汪

お う

洋
よ う

広東省党委書記や強
きょう

衛
え い

青海省党委書記、香
港政府職員等の招へいを実施し、日本の各界
との率直な意見交換や視察を通じて、良好な
関係の構築と日本理解を促進した。

ハ　日中経済関係の進展
日中間の貿易・投資等の経済関係は、大き

く発展している。2009年の香港を除く日中貿
易額は、21兆6,715億円となり、３年連続で
日米貿易額を上回った。また、中国側統計に
よれば、2009年の日本からの対中直接投資は

41億米ドルとなっている。
６月には、東京において、第２回 日中ハ

イレベル経済対話が開催され、中国側からは、
王
お う

岐
き

山
ざ ん

国務院副総理を団長とし、楊潔篪外交
部長、張

ちょう

平
へ い

国家発展改革委員会主任、陳
ち ん

徳
と く

銘
め い

商務部長等の関係閣僚が訪日し、世界金融情
勢、貿易・投資、環境・エネルギー、地域・
国際経済問題についてハイレベルで意見交換
を行った。

ニ　個別の分野における事案
①東シナ海資源開発問題

日中両政府は、2008年６月18日、東シナ海
を「平和・協力・友好の海」とするとの首脳
間における共通認識を具体化する第一歩とし
て、双方の法的立場を損なわないことを前提
に①東シナ海の北部における共同開発、②白

し ら

樺
か ば

（中国名：「春
しゅん

暁
ぎょう

」）の現有の油ガス田にお
ける開発への日本法人の参加を主な内容とす
る日中両国間の合意を発表した。合意実施の
ための国際約束締結交渉の開始を働きかけて
いるが、引き続き合意実施に向けて中国側と
意思疎通を図っていく考えである。

②食の安全
中国から多くの食品を輸入している日本に

とって、2007年12月に発生した中国製冷凍ギ
ョウザ事件に見られるように、中国製食品の
安全性は国民の生命と健康にかかわる重大な
問題である。こうした認識の下、政府は日中
首脳会談や外相会談といったハイレベルの機
会をとらえて、中国側に事件の早期の真相究
明と食の安全確保への真摯

し

な取組を申し入れ
ている。

10月に北京で開催された日中首脳会談で
は、鳩山総理大臣から、食品の安全性を確保
するための新たなハイレベルの協力枠組みと
して、担当閣僚級による定期協議を含む「日
中食品安全推進イニシアティブ」を提唱した。
温家宝中国国務院総理もこれに賛意を表明
し、同協力枠組みの構築のため、当局間での
協議を進めている。
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日中経済関係
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③遺棄化学兵器問題（注1）

吉林省ハルバ嶺
れ い

地区（注2）ほか中国各地の旧
日本軍の遺棄化学兵器を早期に廃棄するた
め、現在、日中共同で作業が進められている。
現在、移動式処理設備による最初の廃棄事業
を南京にて行うための準備等を行っているが、
今後とも化学兵器禁止条約（CWC）の義務を
履行するために、日中共同で対処していく。

ホ　中国情勢
①内政（経済を含む）
a　中国経済の現状

2009年の中国のGDP（名目額）は、33兆
5,353億元、実質成長率は8.7％となった（中
国国家統計局発表速報値）。世界経済・金融
危機の影響により、２年連続の一けた成長と
なったものの、政府の積極的な財政支出と金
融緩和が功を奏し、固定資産投資を中心に内
需が堅調に回復したことから、中国政府の目
標（８％前後の成長）を達成した。貿易黒字
は前年比33.6％減の1,961億米ドルとなったも
のの、外貨準備は２兆3,992億米ドルと過去
最高となっている。

b　胡錦濤政権の基本方針
３月の第11期全国人民代表大会第２回会 

議（注3）における政府活動報告において、温家
宝中国国務院総理は、世界経済・金融危機へ
の直面という背景の下、生産・供給の過剰、
一部企業の経営難、雇用情勢の深刻化、財政
収入の減少等が生じたと述べつつ、2009年は

「新世紀に入って以来、中国の経済発展にと
って最も困難な１年となる」と指摘し、「安
定した比較的速い経済発展の維持」を最重要
任務として強調した。このほか、「民衆の切
実な利益にかかわる問題」として雇用創出に
ついて言及し、そのためにあらゆる方策を講
じると表明した。

10月の第17期中央委員会第４回全体会議
（四中全会）（注4）のコミュニケは党建設に重
点を置いたものであり、「中国共産党がなけ
れば新中国はない」として、建国以来60年間
における共産党指導の正統性を確認してい
る。一方で、「党が直面している様々な試練は、
長期的、複雑かつ厳しいものであり、厳格な
党運営の任務は過去のいかなる時期よりも重
く切迫している」として、共産党の統治に対
して厳しい認識を示している。また、党内選
挙制度や党内民主的政策決定メカニズムなど
の「党内民主」、反腐敗闘争の重大政治任務
としての位置付け、社会の安定と調和の維持
のための民族工作についても言及した。なお、
四中全会においては、人事に関する発表はな
かった。

　
c　社会的安定性の確保

2009年は中華人民共和国建国60周年に当た
り、社会的安定の確保が最優先事項に位置付
けられた一年であったが、2008年３月のチベ
ットにおける抗議活動に続き、2009年７月に
も新

し ん

疆
きょう

ウイグル自治区において大規模な抗議
活動が発生し、多くの死傷者が出た（注5）。中
国政府は、重要視する中国建国60周年祝賀行
事の円滑な実施に向け、新

し ん

疆
きょう

社会の安定性維
持のための政策を相次いで実施するなど、社
会治安維持の強化を行った。このほか、公務
員の腐敗などに絡む集団暴動の多発や大学生
の就職難など、市民生活に直接影響を及ぼす
社会経済問題が存在している。

②中国の対外関係
a　外交関係

中国は、持続的な経済発展を維持し、総合
国力を向上させるためには、平和で安定した
国際環境が必要であるとの基本認識の下、引
き続き全方位外交を展開している。米国との
安定的な関係を模索しつつ、東南アジア、ロ

（注１）	 中国国内に遺棄された旧日本軍の化学兵器の処理問題。1997年に発効したCWCに基づき、日本は遺棄化学兵器廃棄のために、すべての必要な資金、
技術、専門家、施設その他の資源を提供し、中国はこれに対し適切な協力を行うことになった。日中両国は、1999年に署名された「中国における日本の
遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書」の枠組みの下、同遺棄化学兵器廃棄のため、現地調査や発掘・回収作業を共同で実施するとともに、専門的・技術的
な諸事項について、両国の政府関係者や専門家が協議を重ねてきている。

（注２）	 遺棄化学兵器は、北は黒龍江省から南は広東省まで広い範囲で存在が確認されているが、吉林省敦化市ハルバ嶺地区には30～40万発が埋没している
と推定されている。なお、中国国内の各地でこれまでに約４万7,000発の遺棄化学兵器が発掘・回収されている。

（注３）	 日本の国会にほぼ相当する中国の最高権力機関。現在の任期は５年で、年１回３月頃に全体会議が開催される。
（注４）		 ５年に１回開催される中国共産党の全国代表大会で選出された中央委員の全体会議。概

おおむ

ね年１回、秋頃に開催される。
（注５）	 新疆ウイグル自治区のウルムチ市内において、ウイグル族を中心としたデモが当局や漢族との衝突にまで発展し、その過程で多くの死傷者が出たとさ

れる。
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2008年５月の馬
ば

英
え い

九
きゅう

政権発足以降、2009年
も両岸間では頻繁な接触が行われ、様々な合
意がなされた。４月に南京、12月に台中でそ
れぞれ両岸実務協議窓口機関（中国：海峡両
岸関係協会、台湾：海峡交流基金会）のトッ
プ会談が行われ、直行便の定期便化・増便、
犯罪取締りと司法協力、金融協力（４月）、
農産品の検査・検疫、漁船乗組員の労務、工
業品の計量・検査・認証（12月）の各分野に
おいて合意文書に署名した。また、「両岸経
済協力枠組取決め（ECFA）」については、
次回トップ会談（2010年上半期を予定）で議
題とすることとなった。

５月には、世界保健機関（WHO）の第62
回総会に台湾が「中華台北」としてオブザー
バー参加をした。台湾による国連機関の会合
への参加は、1971年に国連を脱退して以降初
めてのことである。

台湾内部においては、８月、台湾南部で大

規模な台風被害が発生した。700名を超える
死者・行方不明者が出たことに対する政治的
責任を取り、９月に内閣が総辞職した。経済
面では、世界経済・金融危機の発生を受け、
第１四半期には戦後最悪のマイナス成長

（-9.06％、前年同期比）を記録したが、その
後は徐々に回復しており、通年では1.87％（速
報値）のマイナスに留まった。

日本との関係については、1972年の日中共
同声明に従い、非政府間の実務関係として維
持されている。日本にとって台湾は緊密な経
済関係を有する重要な地域であり、第４位の
貿易相手となっている。人的往来の面では、
６月から日台双方でワーキングホリデー制度
が開始された。また、2010年10月以降の羽田
―松山（台湾）路線開設も合意された。2009
年の日本から台湾への訪問者数は約100万人、
台湾から日本への訪問者数は約102万人とな
った。

（2）台湾

シア、インドなど近隣諸国に対し、世界の「多
極化」を志向した積極的な外交を行っており、
従来の大国間外交に加え、中東、アフリカ、
中南米に対しても資源・エネルギーなどを目
的とした活発な外交を展開している。また、
日中韓サミット、APEC、ASEAN+3（日本・
中国・韓国）などの地域間協力枠組みにも積
極的に参加し、金融サミット、上海協力機構

（SCO）、六者会合等でもイニシアティブの発
揮を試みるなど、地域やグローバルな問題へ
の取組を含め多国間外交を活発化させてい
る。さらに、対外イメージの向上を目指した
パブリック・ディプロマシーにも力を入れて
いる。

米中間では、オバマ政権発足後も要人往来
や対話等が引き続き活発化している。２月に
クリントン米国国務長官が訪中、３月に楊潔
篪外交部長が訪米し、７月には、これまでの
米中経済対話を更に発展させ、クリントン米
国国務長官、ガイトナー米国財務長官、戴

た い

秉
へ い

国
こ く

国務委員、王岐山国務院副総理を共同議長
とする、第１回米中戦略・経済対話をワシン
トンで開催した。11月、オバマ米国大統領が
初めて中国を訪問し、胡錦濤中国国家主席ら
と会談、米中共同声明を発表した。同声明に

は、胡錦濤中国国家主席の2010年訪米、第２
回米中戦略・経済対話を2010年夏開催、次回
人権対話の2010年２月末までの開催について
明記されているほか、経済協力や地域・地球
規模の課題、気候変動など多岐の分野にわた
り言及されている。一方で、中国の対米貿易
黒字、人民元改革、知的財産権保護等の経済
問題は、両国間の懸案として浮上している。
また、３月に発表された米国防省の「中国の
軍事力に関する年次報告書」は、引き続き中
国軍事力の近代化への懸念を表明している。

b　軍事・安保情勢
中国は、海空戦力・戦略ミサイルを中心に

軍事力の近代化を進めるとともに、国防費に
ついては、21年連続で前年執行額比10％以上
の伸び（2010年３月公表額）を示しており、
その細部の内訳や近代化について不透明な部
分があることが指摘されている。２年に１度
の国防白書の発表等は一定の評価ができるも
のの、日本を含む地域・国際社会の懸念を払

ふ っ

拭
しょく

するに足るものではない。日本は、梁光烈
国防部長の訪日（11月）等の累次の機会を通
じ、より一層の透明性向上を中国に対して求
めている。
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（3）モンゴル

５月の大統領選挙で、民主党推薦のエルベ
グドルジ候補（元首相）が人民革命党推薦の
エンフバヤル候補（現職）を破り、民主化20
周年の節目で当時のリーダーが国家元首に就
任するという象徴的な結果となった。一方、
2008年９月に就任したバヤル・モンゴル首相
は、健康上の理由で任期を３年残して10月に
辞任、新首相に指名された人民革命党のバト
ボルド外交・貿易大臣が民主党との大連立を
維持した内閣を発足させた。

2009年のモンゴル経済は、世界経済・金融
危機の影響を受けた金融・財政部門への不安
から始まったが、３月に開かれたドナー会合

で国際通貨基金（IMF）等の国際機関や、日
本が財政支援を表明したことにより、危機的
な状況は回避された。また、10月には、2003
年から６年越しの交渉が続いていた、南ゴビ
地域のオヨー・トルゴイ鉱床（金・銅）の開
発をめぐるモンゴル政府と外国企業との投資
契約がまとまり、モンゴル経済浮揚の切り札
である鉱物資源の大規模開発が本格的に始動
することとなった。

二国間関係では、モンゴル側との間でハイ
レベルの意思疎通を積極的に継続し、双方の
信頼関係の更なる強化が図られた。４月のバ
トボルド外交・貿易大臣訪日に続いて、７月
にバヤル・モンゴル首相が政権発足後初めて
訪日し、首脳会談において2007年に策定され
た「今後10年間の日本・モンゴル基本行動計
画」の着実な実施を評価するとともに、関係
当局間で「原子力エネルギー及びウラン開発
に関する協力覚書」への署名が行われた。ま
た、バヤル政権を実質的に継承したバトボル
ド内閣発足後の12月には、ザンダンシャタル
新外交・貿易大臣が就任後初の外遊として訪
日し、岡田外務大臣との外相会談において、
EPAの官民合同研究の立ち上げに向け、両
国の経済的便益を確認するための政府間の実
務レベル協議を行うことで一致した。

日・モンゴル外相会談に臨む岡田外務大臣（左）とザンダンシャタル・モンゴ
ル外交・貿易大臣（12月17日、東京）

日・モンゴル首脳会談に臨む麻生総理大臣（右）とバヤル・モン
ゴル首相（7月16日、東京　写真提供：内閣広報室）
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【図表】世界の各地域・経済共同体の貿易額（2008年）（単位：100万米ドル）

（1）東南アジア諸国連合（ASEAN）情勢全般

３．東南アジア

ASEANは、2008年12月に基本文書である
ASEAN憲章を発効させるなど、2015年まで
のASEAN共同体形成を目指して、統合努力
を加速化している。10月に開催された第15回
ASEAN首脳会議（於：タイ）では、人権に
関する政府間委員会の設立に合意するととも
に、ASEAN域内の「連結性」を向上させる
ためインフラ整備等を進めることとした。ま
た、ASEANをハブ（中核）として、東アジ
ア の 地 域 協 力 が 進 展 し て お り、EASや
ASEAN+3（日本・中国・韓国）、ARFとい
った地域協力の枠組みが重層的に進展してい
る。また、2010年１月にAFTAが成立した
ほか、ASEANを中心としたFTA網が形成さ
れている。人口は世界全体の約８％を占め、
GDPは現在は世界全体の約2.4％であるが、
過去10年間に高い経済成長率を示している。

今後も中間層の増加により、購買力の飛躍的
向上が期待され、世界の「開かれた成長セン
ター」となる潜在力がある。

ASEANの政治的、経済的な重要性の高ま
りに伴い、各国は積極的にASEANとの関係
を強化している。米国は７月に東南アジア友
好 協 力 条 約 に 加 入 し、11月 に は 初 の 米
ASEAN首脳会議を開催した。中国は2010年
１月に中ASEAN自由貿易地域を創設し、
100億米ドルの中国・ASEAN投資協力基金
を設立するなど、中国とASEANの交通イン
フラ整備協力を進めている。韓国は６月に韓
国ASEAN特 別 首 脳 会 議 を 開 催 し、 韓
ASEANセ ン タ ー を 設 立 す る と と も に、
ASEAN向け政府開発援助（ODA）の倍増を
表明している。

APECに参加している国・地域

：4億9,700万人
：18兆2,700億米ドル
：3万6,800米ドル
：12兆900億米ドル

人口
GDP
GDP/ 人
総貿易

EU
：5億7,500万人
：1兆4,700億米ドル
：2,600米ドル
：1兆9,300億米ドル

人口
GDP
GDP/ 人
総貿易

ASEAN

：32億4,900万人
：14兆2,000億米ドル
：4,400米ドル
：8兆5,700億米ドル

人口
GDP
GDP/ 人
総貿易

：4億4,400万人
：16兆6,900億米ドル
：3万7,600米ドル
：5兆億米ドル

人口
GDP
GDP/ 人
総貿易

北米自由貿易協定
（NAFTA）

：2億7,000万人
：2兆3,000億米ドル
：8,500米ドル
：7,600億米ドル

人口
GDP
GDP/ 人
総貿易

南米南部共同市場
（MERCOSUR）

域内貿易
7,832,750
（64.8％）

対外貿易
4,256,070
（35.2％）

域内貿易
482,714
（25％）対外貿易

1,447,324
（75％）

域内貿易
4,216,420
（49.2％）

対外貿易
4,351,592
（50.8％）

域内貿易
2,001,785
（40％）

対外貿易
3,000,851
（60％）

域内貿易
655,539
（85.9％）

対外貿易
107,885
（14,1％）

出典：World Bank “World Development Indicators Database”、IMF “Direction of Trade Statistics”

メ ル コ ス ー ル

東アジア地域
（ASEAN+日本・中国・韓国+香港・台湾・
オーストラリア・ニュージーランド・インド）

：27億人
：31兆9,400億米ドル
：1万1,800米ドル
：14兆5,000億米ドル

人口
GDP
GDP/ 人
総貿易

APEC

域内貿易
9,428,850
（65％）

対外貿易
5,069,550
（35％）
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日本とASEAN（貿易・投資及び経済協力・旅行者数）

ブルネイ カンボジア インドネシア ラオス マレーシア ミャンマー フィリピン シンガポール タイ ベトナム

貿
易
関
係

投
資
関
係

経
済
協
力

旅
行
者
数

ASEANへの投資国、地域 日本の投資先

日本のODA供与先ASEANへのODA供与国＊

日本人の旅行先ASEANへの旅行者数

米国
13.0％

米国
9％

米国
16.6％

ドイツ 7％

オーストラリア
8％

英国 5％

フランス 8％

米国
12.6％

米国
7.6％

日本
14.7％

日本
15.4％

日本
44％

日本
10.9％

アフリカ
14.4％

中東
13.4％

その他アジア
14.7％

ASEAN
13.6％

ASEAN
34.1％

ASEAN
21.7％

ASEAN
17.6％

中国
15.5％

中国
1.6％

中国
17.4％

中国
27.3％

中国
11.5％ 中国

18.7％

英国・フランス・
ドイツ 7.8％

中国
10.2％

EU
14.1％

EU
31.7％

EU
11.7％

香港 5.3％

台湾 2.5％

香港 2.7％

香港 6.9％

韓国
5.9％

韓国 7.9％

韓国
10.4％

韓国
10.5％

香港 2.3％

韓国
5.8％

オーストラリア・
ニュージーランド 

4.6％

台湾 4.3％

韓国 2.3％

台湾 4.7％

インド
5.5％
英国
6.1％

オーストラリア
7.2％

台湾 5.4％

ドイツ 3.3％

香港 4.0％

台湾 4.4％

台湾 4.3％

オーストラリア
12.4％

オーストラリア・
ニュージーランド 

4.5％

インド 3.3％

インド 0.9％

インド 5.9％

その他
19.2％

その他
31.6％

その他
18％

その他
32.7％

その他
16.7％

その他
25.6％

米国
13.9％

その他
25.1％

オーストラリア 
2.7％

ASEANにとり日本は主要な貿易パートナー（2008年実績）
対域外国合計：14,890億米ドル、対日本：2,194億米ドル

日本にとりASEANは主要な貿易パートナー（2008年実績）
対世界貿易額：160兆円、対ASEAN：21.8兆円

ASEANにとり日本は主要な域外投資国（1997―2008年累計）
域外国投資累計：3,456億米ドル、日本投資累計：534億米ドル

日本にとりASEANは東アジア地域で最大の投資先（1997―2008年累計）
対東アジア地域累計：16兆2,010億円、対ASEAN：5兆5,206億円

ASEANにとり日本は最大のODA供与国（2008年実績：総額ベース）
開発援助委員会（DAC）諸国からのODA総額：70億米ドル、うち日本：32億米ドル

日本にとりASEANは重点支援地域（1997―2008年累計：純額ベース）
日本のODA総額：856億米ドル、うちASEAN：186億米ドル 

ASEANにとり日本は2番目の域外旅行者数（2007年実績）
域外からの旅行者数：3,448万人、うち日本：378万人

日本人にとりASEANは主要な旅行先（2007年実績）
旅行者数：2,122万人（延べ）、うちASEAN：374万人

出典：日本アセアンセンター 出典：日本アセアンセンター

出典：OECDホームページ

＊開発援助委員会（DAC）諸国

出典：外務省国際協力局

出典：
ASEAN事務局
FDI FLOWS TO

ASEAN BY COUNTRY
OF ORIJIN 1998―2008

出典：
IMF “DOTS

 July 2009”、
台湾国際貿易局Web Site 出典：財務省「貿易統計」

出典：財務省「直接投資」

ASEANから見た日本

ＡＳＥＡＮの貿易相手国、地域 日本の貿易相手国、地域
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東アジアにおいては、ASEANを中心とし
て、各国との間で様々な協力関係が発展して
きている。このような地域協力の原動力であ
るASEANが、より安定し、繁栄することは、
地域全体の安定と繁栄にとって極めて重要で
ある。日本は、統合を目指すASEANを支援
するとともに、「東アジア共同体」の構築と
いう長期的なビジョンを掲げ、東アジアでの
地域協力を進めるに当たり、ASEANとの友
好協力関係を強化している。

ASEANの統合プロセスにおいて、域内経
済の格差是正が最優先の課題であることか
ら、相対的に開発の遅れたメコン地域の発展
を図るため、日本・メコン地域間の協力が強
化されている。また、日本は、ブルネイ（B）、
インドネシア（I）、マレーシア（M）、フィ
リピン（P）が、開発の遅れた島嶼

し ょ

部の発展
の た め に 進 め る「BIMP-EAGA（East 
ASEAN Growth Area: 東 ASEAN 成 長 地
域）」の取組についても、ASEAN域内の格
差是正に資するものとして支援を進めてい
る。

また、世界経済・金融危機による景気減速
の影響を受けやすい人々への支援として、日
本はASEANに対して約6,200万米ドルを拠出
した。さらに、日本とASEANとの経済面で
の協力関係を強化する手段の１つである
AJCEPは、2009年末までにシンガポール、
ラオス、ベトナム、ミャンマー、ブルネイ、
マレーシア、タイ、カンボジアとの間で発効
した。

ASEAN統合、更には「東アジア共同体」
構想を進める上では、ASEAN各国の市民同
士や日本国民との間で相互理解が深まること
が必要であり、日本が主導する「21世紀東ア
ジア青少年大交流計画」の下、これまで
5,000人以上のASEAN各国の学生等が来日
し、日本人学生等と交流した。こうした協力
に加え、テロ、感染症、防災、環境など地域
及び国際社会が直面する諸課題への対処につ
いても日本とASEANの間の協力が深化し
た。

メコン地域諸国（カンボジア、タイ、ベト
ナム、ミャンマー、ラオス）とは、2009年を

「日メコン交流年2009」と位置付け、各国の

要人往来が実施され、幅広い分野での交流事
業、具体的には、メコン地域各国における日
本舞踊や太鼓などの日本の伝統文化事業、メ
コン地域の青少年の招へい事業等１年間で官
民合わせて371の事業が記念行事として認定
された。

政治面では、頻繁に二国間会談や多国間で
の会議が行われた。10月に行われた第２回 
日メコン外相会議（於：シアムリアップ（カ
ンボジア））に続き、11月には初めて日本・
メコン地域諸国首脳会議（於：東京）が開催
され、メコン地域５か国の首相が来日した。
同会議では、「共通の繁栄する未来のための
新たなパートナーシップ」を確立し、「総合
的なメコン地域の発展」、「環境・気候変動（「緑
あふれるメコン（グリーン・メコン）に向け
た10年」イニシアティブの開始）及び脆

ぜ い

弱性
克服への対応」、「協力・交流の拡大」の三本
柱での取組を強化することで一致し、成果と
して「東京宣言」と63項目からなる「日メコ
ン行動計画63」を発表した。鳩山総理大臣は、
メコン地域全体及びカンボジア、ラオス、ベ
トナム（CLV）に対するODAを拡充し、また、
メコン地域全体で今後３年間で合計5,000億
円以上のODA支援を実施することを表明す
るとともに、東アジア共同体構想において、
メコン地域が鍵

か ぎ

となる重要な地域であると強
調した。同会議に際して行われた各国との二
国間首脳会談では、幅広い分野における協力
強化について協議を行った。

経済面では、日本とメコン地域各国との間
で、官民合同対話、EPAや投資協定の合同

（2）日・ASEAN関係

日本・メコン地域諸国首脳会議共同記者会見に臨む鳩山総理大
臣（会見席左から３番目）（11月７日、東京　写真提供：内閣広
報室）
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委員会等が開催され、日・メコン間の貿易・
投資の増加、投資環境改善に向けた取組がな
された。

イ　カンボジア
５月に、第１回首都・州、区・市・郡評議

会議員選挙が実施され、人民党は約８割の議
席を獲得し、全選挙区で評議会議長の座を獲
得した。日本が2007年の開廷以来支援を続け
ているクメール・ルージュ（KR）裁判では、
３月に被告（ドゥイ元S21収容所所長）に対
する本審問が初めて行われ、11月に論告求刑
が行われた。

タイとの関係では、2008年のプレアビヒア
寺院の世界遺産登録を契機に国境問題が再燃
し、４月に両国軍間で再び銃撃戦があった。
その後、両国政府間での話合いによる問題解
決の試みがなされていたが、11月、カンボジ
ア政府が海外逃亡中のタクシン・タイ元首相
をカンボジア首相顧問とし、タイ側の引渡し
要求を拒否したことを受け、両国は大使を相
互に召還するなどの外交問題に発展した。

日本との関係では、１月に中曽根外務大臣
がカンボジアを訪問し、フン・セン首相との
会談でKR裁判や経済協力（南部経済回廊、
地雷除去）等に関し意見交換を行った。

ロ　タイ
2008年12月に発足したアピシット政権に対

し、タクシン元首相支持派の赤シャツ・グル
ープによるデモ活動が断続的に発生した。現
在においても断続的に反政府集会が開催さ
れ、社会的な対立構造の根本的な解決には至
っていない。

外交面では、2008年７月から2009年12月ま
でASEAN議長国を務めた。反政府デモの影
響で二度（2008年12月及び2009年４月）にわ
たり延期されたASEAN関連首脳会議は、厳
戒態勢の中、10月にチャアム・ホアヒンで開
催された。

日本との関係では、２月にアピシット首相
がASEAN以外では初めての外国訪問として
訪日した。中曽根外務大臣は１月の訪問に続
き、７月にもASEAN関連外相会議出席のた
めタイを訪問し、カシット外相との間で日・タ
イ受刑者移送条約に署名した。10月のASEAN
関連首脳会議の際の日・タイ首脳会談で、鳩

山総理大臣とアピシット首相は、二国間関係
を一層発展させていくとともに、地域、国際
場
じょう

裏
り

における協力を強化していくことで一
致した。

ハ　ベトナム
2009年はベトナムにとって、世界経済・金

融危機の影響による経済低迷から脱却しつ
つ、2011年初めに予定されている第11回共産
党大会に向けた準備を本格化し始める重要な
年となった。また、５月のアジア欧州会合

（ASEM）外相会合、10月の国連安全保障理
事会の議長国を担った。

日本との関係では、２月に皇太子殿下がベ
トナムを初めて公式に御訪問になった。公賓
として、マイン共産党書記長が４月に訪日し
た際には、「アジアの平和と繁栄のための戦
略的パートナーシップ」を更に発展させてい
くことに合意し、共同声明を発出した。10月
には、日・ベトナムEPAが発効し、第１回
合同委員会（於：東京）が開催された。2009
年中の３度の首脳会談、2010年１月の第３回
日越協力委員会の開催など活発なハイレベル
対話が行われ、両国間の戦略的パートナーシ
ップを一層強化していくことを確認した。

二　ミャンマー
５月に米国人が侵入した事件を契機に、自

宅軟禁中のアウン・サン・スー・チー女史が
国家防御法違反に問われ、裁判が行われた。
第一審（８月判決）において、労働を伴う禁
固３年の判決が下されたが、ミャンマー政府
は同判決の禁固期限を１年半に短縮し自宅軟
禁措置にするとともに、同女史の行動次第で
は軟禁期限を短縮する可能性もあるとの通告
を行った。12月末日現在、最高裁において争
われている。

一方で、10月以降、スー・チー女史は外国
政府による対ミャンマー制裁の解除につい
て、ミャンマー政府の窓口であるアウン・チ
ー労働相兼連絡担当相（兼労働相）との対話
を実施したほか、民主化・制裁解除に向けた
ミャンマー政府への協力を表明した書簡を発
出した。また、ミャンマー政府も、スー・チ
ー女史と国民民主連盟（NLD）幹部の会談
を認めるなど、一定の進展が見られた。

日本は、11月の日・ミャンマー首脳会談を
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含め、あらゆる機会をとらえ、ミャンマー政
府に対し、すべての関係者が含まれた形で民
主化プロセスを進めるよう働きかけを行っ
た。また、日本は、2007年のデモの際の日本
人ジャーナリスト死亡事件に関する真相究明
を引き続き求めた。

国際社会においては、７月に、潘
バ ン

基
ギ ム ン

文国連
事務総長がミャンマーを訪問し、ミャンマー
の民主化に対する働きかけを行ったほか、９
月に、米国政府は、対ミャンマー政策の見直
しを発表し、ミャンマー政府との対話を行う
方針を発表した。

ホ　ラオス
第６次社会経済開発５か年計画に基づき、

市場経済化、改革開放路線を維持している。
世界経済・金融危機後、周辺国からの貿易、
投資、観光の縮小や主要輸出品である鉱物資
源の世界的値下がりを受けて2009年の経済成
長率は目標値を下回る５％前後となった。

日本との関係では、１月に中曽根外務大臣
がラオスを訪問し、トンルン副首相兼外相と
の間で、貿易・投資促進や環境・気候変動、
不発弾処理等に関する意見交換を行った。５
月にはブアソーン首相が日本の新聞社主催の
国際交流会議に出席するために訪日した。12
月には「日メコン交流年2009」を記念した大
型行事として日メコン女性議員会議（於：ル
アンパバーン）が開催され、日本からは西村
智奈美外務大臣政務官及び衆参両議院の女性
国会議員団が参加した。西村政務官はブアソ
ーン首相を始めとするラオス政府関係者との
会談を行い、2010年３月に予定されるチュン
マリー国家主席兼人民革命党書記長の訪日や
2010年の外交関係開設55周年を通じて更に関
係を強化していくことで一致した。

へ　インドネシア
７月の大統領選挙においてユドヨノ大統領

が再選された。それに先立つ４月の総選挙に
おいてユドヨノ大統領率いる民主党が第一党
に躍進しており、安定的な基盤の下で10月に
第２期ユドヨノ政権が発足した。

９月には西スマトラ州パダン沖にてマグニ
チュード7.6の地震が発生し、1,100人を超え
る死者が生じる等の甚大な被害が生じた。日

本が派遣した国際緊急援助隊（JDR）の救助
チーム及び医療チームが各国に先駆けて現地
入りし、自衛隊部隊が医療活動を行った。加
えて、テントなどの緊急援助物資を供与した。
また、岡田外務大臣がインドネシアを訪問し、
ユドヨノ大統領やハッサン外相と会談を行う
とともに、被災地を視察した。

国際社会においては、インドネシアはG20
のメンバーにもなっており、その活動の幅を
広げつつある。12月には、前年に続き、アジ
ア地域において民主主義の促進を目指す政府
間対話「バリ民主主義フォーラム」第２回閣
僚会合を主催した。同フォーラムでは、鳩山
総理大臣がユドヨノ大統領とともに共同議長
を務め、両国の国際場

じょう

裏
り

における連携を強化
するものとなった。

ト　マレーシア
４月に発足したナジブ政権は、「一つのマ

レーシア。国民第一。今すぐ実行。（1 Ma-
laysia. People First. Performance Now.）」の
スローガンの下、民族融和と国民に奉仕する
政府を標榜

ぼ う

し、行政サービス改善を国民に向
けアピールしている。また、世界経済・金融
危機の影響に伴う輸出の減少も踏まえ、それ
まで続けてきたマレー系優遇策をサービス及
び金融分野で緩和して自由化を進め、外国投
資の誘致と非マレー系住民からの支持獲得を
図っている。

日本との関係では、10月のASEAN関連首
脳会議の際に日・マレーシア首脳会談が行わ
れ、経済面を中心に二国間関係を更に強化し
ていくことで一致した。

自衛隊医療部隊の活動状況を視察する岡田外務大臣（中央左）
（10月14日、インドネシア・西スマトラ州）
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（3）東ティモール

国連東ティモール統合ミッション（UNMIT）
の支援等もあって、治安は比較的安定してい
る。５月以降は治安維持の権限をUNMITか
ら国家警察へ順次移譲してきている。東ティ
モール政府は2009年の標語を「さよなら紛争、
ようこそ開発（Goodbye Conflict, Welcome 
Development）」と定め、紛争後の復興段階

から本格的な経済社会開発へと進めつつあ
る。与野党の対立は厳しいが、国民議会内で
の論戦を通じて議会制民主主義が醸成されて
きている。

３月のグスマン首相訪日時には、更なる両
国関係の深化と協力関係を確認する共同プレ
ス声明を発表した。

チ　シンガポール
リー・シェンロン政権は引き続き安定した

政権運営を行っている。2008年の世界経済・
金融危機以降の景気悪化に対し、205億シン
ガポール・ドル（約１兆6,000万円）の大規
模な景気対策が2009年度予算に盛り込まれ
た。2009年度第２四半期には、在庫調整を終
えた製造業及び株価の上昇による金融業等の
回復により、2008年第２四半期以降マイナス
であった成長率がプラスに転じた。

日本との関係では、EAS、APEC等の地域
協力を含め、緊密に連携している。特に
APECについては、シンガポールが2009年の
議長、日本が2010年の議長を務めるため、両
国間で緊密な連携が図られた。５月にはナザ
ン大統領が国賓として訪日し、天皇皇后両陛
下との御会見及び宮中晩餐

さ ん

会や麻生総理大臣
による表敬が行われるとともに、京都及び広
島を訪問した。10 月にはリー・シェンロン
首相が訪日し、鳩山総理大臣と首脳会談を行
った。11月には、日本の情報文化発信拠点で
あるジャパン・クリエイティブ・センター

（JCC）がシンガポールに開所し、鳩山総理
大臣とリー・シェンロン首相が開所式に参加
した。12月にはテオ・チーヒン副首相兼国防
相が訪日し、菅直人副総理大臣、岡田外務大
臣及び北澤俊美防衛大臣とそれぞれ会談を行
い、政治、経済、安全保障等幅広い分野の意
見交換を行った。

リ　フィリピン
９月から10月にかけて大型の台風がフィリ

ピンを襲い、約400名の死者を含め、約400万
人が被災した。日本による450万米ドルの緊

急無償資金協力を含む国際社会の支援を受
け、現在被害から復興しつつある。ミンダナ
オ和平においては、2008年８月以降中断して
いた政府とモロ・イスラム解放戦線（MILF）
の和平交渉が12月に再開した。また、2009年
後半には、2010年５月の大統領選挙に向けた
動きが本格化した。

日本との関係では、６月に、アロヨ大統領
が実務訪問賓客として訪日し、首脳間で経済
関係強化等に関する共同声明を発出した。ミ
ンダナオ和平については、日本も和平交渉当
事者に助言等を行う国際コンタクト・グルー
プの一員となるなど、和平プロセスへの支援
を継続している。また、2008年12月に発効し
たEPAに基づき、インドネシアに続き、フ
ィリピン人看護師・介護福祉士候補者が来日
し、日本語研修の後、病院や介護施設で就労
研修を行っている。

ヌ　ブルネイ
豊富な石油・天然ガス収入により国民所得

水準が高く、社会福祉も充実し、内政は安定
している。日・ブルネイ外交関係開設25周年
に当たる2009年、二国間では幅広い分野で活
発に交流が行われ、11月のシンガポール
APEC首脳会議の際、日・ブルネイ首脳会談
も行われた。ボルキア外務貿易相は、１月の
日・ブルネイ租税協定署名、11月の日・ブル
ネイ関係促進における功績を理由とした旭日
大綬章受章のため２度訪日し、それぞれ外相
会談を行った。12月には同租税協定が発効し、
エネルギー関連を中心とする二国間経済関係
の一層の強化が期待されている。
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ショーの最中、突然の停電。「ミャ

ンマーはよく停電がありますよ。」と

聞かされていましたが、さすがに本番

での停電には、日本から連れてきた

DJや照明、音響スタッフの顔が瞬間

凍りついたのが今でも記憶に残ってい

ます。ほんの１～２分の出来事。そん

なとき立ち止まっていたミャンマーの

モデルたちが胸を張って歩き出した、

ホールの大きな窓の隙間からこぼれる

薄明かりの中を、それにつられるように観客から湧き出た手拍子のリズムは、いろい

ろなハードルを越えて実現したこのショーを「停電くらいで終わらせないわ。」と言

うモデルと観客の意志がもたらしたものでした。

2009年の８月23日にそんなショーが実現したキッカケは、知人のお父さんである

奥田老人から「JUNKOさん、是非ミャンマーでショーをしてください。」という願い

が伝えられ、また2009年が日メコン交流年であることに合わせ、在ミャンマー日本

大使館から同様のリクエストがあったことでした。手渡された奥田老人の手記には、

ご本人が多くの日本人とともに、当時ビルマと呼ばれたミャンマーの独立に命をかけ

た内容が書かれていました。会場はス

トランドホテルという歴史的なホテ

ル。時代の政治によってその「主」を

かえたホテルも来年110周年を迎えよ

うとしています。レセプションから始

まってファッションショーまで参加頂

いたお客様やショーの運営に携わった

現地スタッフ、ステージに立ったモデ

ル、それぞれの笑顔に、ショーを実施

して本当によかったと思います。

デザイナー　コシノ・ジュンコ

日メコン交流年2009

～ミャンマーでファッションショーを開催した
　コシノ・ジュンコさんからのメッセージ～

デザイナーのコシノ・ジュンコさん（中央）
（写真提供：JUNKO KOSHINO株式会社）

ミャンマーでのファッションショーの様子
（写真提供：JUNKO KOSHINO株式会社）

COLUMN
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（1）インド

４．南アジア

イ　インド情勢
インドでは、４月中旬から５月中旬にかけ

約１か月にわたって総選挙が実施され、シン
首相が所属するコングレス党が最多票を獲得
し第一党の座を維持するとともに、コングレ
ス党と友党による与党連合「統一進歩連盟

（UPA）」陣営が過半数を確保し、第二次シ
ン政権が発足した。コングレス党の大勝によ
り、シン首相の政権運営における力が強まり、
政治、外交においても従来の路線を維持する
ものとみられている。

経済面では、世界的な原油・食料価格の高
騰や経済危機の影響を受け、GDP成長率は
6.7％まで下がった。一方、工業部門では内
需に支えられた急速な回復が見られた。2008
年10月に7,697ポイントまで下がった株価指
数は、10月以降17,000ポイントまで回復し、
低下傾向にあったインフレ率も、モンスーン
期の降雨量不足の影響を受け、11月には4.78
％に上昇した。第二次シン政権では、「包摂
的成長」というキーワードのもと、農村や貧
困層等の社会的弱者対策を積極的に進める基
本方針を打ち出しており、前政権に比べて経
済自由化、規制緩和に比較的消極的であった
左派政党が野党となったことで、更なる経済
自由化が期待される一方で、「包摂的成長」

のバランスを取った政策が採られるとみられ
る。

外交面では、周辺諸国との関係強化を重視
しつつ、引き続き主要国との関係強化に取り
組む姿勢であり、11月から12月にかけては、
米国のオバマ政権にとって初めての国賓とし
てシン首相が訪米したほか、カナダ、オース
トラリアなど主要国首脳による訪印、シン首
相のロシア訪問など、積極的な首脳外交を展
開した。民生用原子力協力については、これ
までの米国、フランス及びロシアに続き、ア
ルゼンチン及びカナダなどとも合意し、2010
年早々には韓国及び英国も協力に向けた合意
を発表するなどインドは各国との原子力協力
に向け精力的な外交を展開している。また、

「ルック・イースト」政策の下、東アジアと
の関係強化を志向しており、韓国と包括的
EPA、ASEANと 物 品 貿 易 協 定（ATIGA）
に合意した。中国とは、10月以降、国境問題
等をめぐり見解の相違が見られているが、基
本的には更なる協力の推進に取り組んでい
る。対パキスタン関係については、インド政
府は2008年11月のムンバイ・テロにおける実
行犯に対してパキスタン政府が実効的な措置
をとるよう求めており、複合対話プロセスの
再開には至っていない。

インドを訪問し、シン・インド首相と会談をする鳩山総理大臣（左）
（12月29日、インド　写真提供：内閣広報室）
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ロ　日印関係
日本とインドの関係は順調に進展してお

り、日本にとってインドは、地政学的な重要
性を持つとともに、成長著しい新興国として
も重要である。また、気候変動や世界経済等
地球規模の課題への取組の鍵

か ぎ

を握る主要な新
興国であり、かつ、南アジア情勢の安定にと
って地域の大国として重要である。インドに
とっても、東アジア地域との関係強化を進め
る上で、日本との関係強化を重視しており、
日印間では2005年以降、毎年首脳の交互訪問
が実施されている。

経済面でみると、2009年の日印間の貿易額
は9,404億円、インドに進出する日系企業数
も10月の時点で627社、1,049拠点となったほ
か、2009年の日本の対印直接投資額は3,443

億円となった。しかしながら、日本とインド
の経済規模及びその潜在性にかんがみても、
実際の経済活動の規模は限定的である。両国
間の経済関係を拡大するため、EPA締結に
向けた交渉や、インド工科大学（IIT）ハイ
デラバード校への支援、貨物専用鉄道建設計
画（DFC）、デリー・ムンバイ間産業大動脈
構想（DMIC）等のインフラ整備に関する協
力等様々な取組が進められている。12月に鳩
山総理大臣がインドを訪問した際には、「日
印戦略的グローバル・パートナーシップの新
たな段階」と題する共同声明を発出し、安全
保障、経済、経済協力、人の交流等二国間関
係、軍縮・不拡散、気候変動及び国際金融・
世界経済等のグローバルな問題等、幅広い分
野で協力を進めることに合意した。

パキスタンでは、前年に発足した民主政権
が、2009年初頭には早くも正念場を迎えた。
政府と野党は、チョードリー前最高裁長官の
復職や憲法第17次修正の廃止をめぐり対立し
ていたが、２月、最高裁がシャリフ元首相等
に対する議員資格停止判決を下し、情勢は急
激に緊張化した。３月、野党が抗議行動を開
始し、チョードリー前長官の復職を認めたが、
ザルダリ大統領の指導力の低下を示す結果と
なった。

７月、最高裁は2007年にムシャラフ政権に
よる非常事態宣言を違憲とする判決を下した
が、政治的混乱を回避するために、同宣言下
で講じられた一部の措置について、条件付で
有効とした。これらの措置の一つが「国民融
和令（NRO）」である。ザルダリ大統領が同
年に帰国し、政治活動を国内で再開できたの
は、NROにより、同氏に対する裁判が取り
下げられたためであった。しかし、与野党か
ら反対論が噴出し、11月、ザルダリ大統領は
NROの法案化を断念し、NROは失効した。

国内治安情勢は悪化の一途をたどった。北
西辺境州では「パキスタン・タリバーン」が
勢力を拡大し、４月上旬までに首都イスラマ
バードまで約100kmの地点に進出したことを
受けて、４月下旬、政府は掃討作戦を展開し、
タリバーン側の拠点を制圧したが、国内避難
民（IDP）も大量に発生した。また、10月、

軍は「パキスタン・タリバーン運動（TTP）」
の拠点である南ワジリスタン管区でも本格的
な軍事作戦を実施した。掃討作戦が実施され
る中、軍や警察に対する報復テロが都市部を
中心に多発したほか、特に10月以降に無差別
テロも都市部で発生し、国内テロ事件の犠牲
者は過去最悪であった2008年を超えた。

パキスタンは、2008年にIMFからの融資を
受けて以降、経済改革に取り組んでおり、外
貨準備高の増加や貿易赤字の縮小など、経済
指標の一部に回復の兆しが見られた。しかし、
財政規律の強化が経済課題の一つとなってい
るほか、治安情勢等への不安から、国内経済
活動は停滞し、GDP成長率（2008/2009年度）
も政府年度目標（5.5％）を下回る2.0％とな

（2）パキスタン

パキスタンを訪問し、ザルダリ・パキスタン大統領と会談する
岡田外務大臣（左）（10月12日、パキスタン）
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（3）スリランカ、バングラデシュ、ネパール、ブータン、モルディブ

イ　スリランカ
スリランカでは、2009年に入り政府軍がタ

ミル人武装組織「タミル・イーラム解放の虎」
（LTTE）への攻撃を強め、５月にプラバー
カランLTTE指導者を始めとする主要幹部を
殺害し、LTTEを事実上壊

か い

滅
め つ

させた。これに
より1983年から続いた内戦が終結した。その
一方で、29万人ともいわれるIDPが発生し、
政府はこれらIDPを避難民キャンプに収容し
た。政府は内戦終結後、紛争地域に埋設され
た地雷除去を進め、IDPを元の居住地に再定
住させる作業を進めている。

ラージャパクサ大統領は、内戦終結により
国民の支持が高まったことを背景に、再選を
目指して11月に大統領選挙の繰上げ実施を決
定した。2010年１月に実施された大統領選挙
はラージャパクサ・スリランカ大統領と内戦
の終盤に政府軍を指揮したフォンセーカ前国
軍参謀長との間の事実上の一騎打ちとなり、
ラージャパクサ大統領が再選を果たした。

日本は、スリランカの和平プロセスに引き
続き積極的に関与しており、内戦集結以降、
明石康政府代表が４回にわたりスリランカを
訪問し、政府首脳らと協議を重ねた。また
IDPへの緊急人道支援、地雷除去支援等を積
極的に実施した。経済面では11月に３年ぶり
となる日本･スリランカ経済合同委員会がコ
ロンボで開催され、両国の経済関係拡大の方
途などについて協議がなされた。

ロ　バングラデシュ
バングラデシュでは、2009年１月、ハシナ

首相（アワミ連盟総裁）が約７年ぶりに政権
に返り咲いた。新政権は、農業、教育分野へ
の取り組みのほか、物価、汚職対策等で一定
の成果を上げてきている。経済面では引き続
き高い経済成長を達成（前年度は6.2％）し
たほか、縫製品を中心とした海外輸出も好調
であり海外送金額も前年度比で22.4％増加し
た。政治面では野党が国会審議の拒否を続け
ている等対立が続いているほか、引き続き電
力不足や、２月には国境警備隊内の反乱で約
60名が殺害される事件が発生するなど、治安
上の問題等がある。日本との関係では、2009
年１月、麻生総理大臣がハシナ首相との間で
電話会談を行ったほか、２月には橋本外務副
大臣が同国を訪問、先方からは６月にマーム
ド首相特使、12月にハミッド国会議長が訪日
した。また、10月に第15回日本・バングラデ
シュ経済合同委員会がダッカで開催され、二
国間の経済関係の強化について協議を行っ
た。

ハ　ネパール
ネパールにおいては、民主化・和平プロセ

スの推進における最大の課題の一つであるマ
オイスト兵の国軍への統合問題をめぐり、国
軍及び各政党間で対立が続き、５月、ダハー
ル首相（マオイスト）による陸軍参謀長解任
をめぐり、連立政権が実質的に崩壊し、同首
相は辞任した。同月、ネパール共産党UML
の首相の下、連立政権が発足したが、野党第
１党となったマオイストとの間で対立が続
き、新憲法の制定及びマオイストへの国軍へ

った。
日本との関係では、４月、パキスタン・フ

レンズ閣僚会合と支援国会合が東京において
開催され、支援国会合では各国・機関から計
50億米ドルを超える支援表明がなされ、日本
は２年間で最大10億米ドルの支援を行うこと
を約束した。10月には、岡田外務大臣がパキ
スタンを訪問し、ザルダリ大統領ほかと会談
し、パキスタンの安定的発展が、国際社会全

体の平和と安定に直結しているとの認識の
下、日本がパキスタンのテロ対策や、電力セ
クター支援を含む経済成長支援等を行うこと
を表明した。さらに11月、「テロの脅威に対
処するための新戦略」を発表し、支援国会合
で約束した10億米ドルの支援を、エネルギー
分野等の経済成長支援や、貧困削減等の民生
安定に資する支援等を中心に迅速に実施する
との方針を打ち出した。
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（4）南アジア地域協力連合（SAARC）

の統合・社会復帰問題を課題とする和平プロ
セスは停滞している。

日本は、国連ネパール政治ミッション
（UNMIN）に軍事監視要員として自衛隊員
６名を引き続き派遣しており、ネパールの民
主化・和平プロセスを積極的に支援している。
また、２月にはバッタライ財務大臣、５月に
はアラム労働大臣が訪日した。

ニ　ブータン
ブータンでは、第４代国王の下で議会制民

主主義を基本とする立憲君主制への移行が進
められ、2007年には初の民主的な上院及び下
院選挙を実施した。2008年７月には憲法が施
行され、11月にはワンチュク第５代国王が戴

た い

冠
か ん

した。新国王及び民主的に選出されたティ
ンレイ首相を首班とする内閣の下で、民主化
の定着のための取組が行われている。

日本は、ブータン王国の民主化を引き続き
支援しており、９月に発生した地震被害に対
し、10月にはテント、毛布、スリーピングマ
ット等の緊急援助物資を供与した。９月には、
ティンレイ首相が来日し、麻生総理大臣等日
本政府要人との会談が行われた。

ホ　モルディブ
モルディブでは、2008年に制定された新憲

法の下で同年10月に行われた大統領選挙にお
いて、ナシード・モルディブ民主党（MDP）
会長が、30年にわたり大統領をつとめたガユ
ーム大統領を破り勝利した。2009年５月には、
初の国民議会議員選挙が実施され、この選挙
の結果、ナシード大統領率いるMDPは過半
数を獲得できず、第一党の座もガユーム前大
統領のモルディブ人民党（DRP）に譲った。

日本は、2007年からSAARCにオブザーバ
ーとして参加し、民主化・平和構築支援、域
内連携促進支援、人的交流促進支援等を通じ
て南アジアの域内連携を支援している。日本
は「日本・SAARC特別基金」を通じて防災
やエネルギー分野を中心に支援を行ってお
り、2008年６月にはパキスタンでエネルギー
をテーマに日・SAARCシンポジウムを開催
し、2010年１月には、第３回 日・SAARCシ
ンポジウム「南アジアにおけるエネルギー協
力の促進」（於：インド）及び日・SAARC
防災シンポジウム（於：神戸）を開催した。
また、「21世紀東アジア青少年大交流計画」
の一環として、2009年度は理工系大学院生や、
日本語学習者・教師等約110人の青少年を招
へいした。

ティンレイ・ブータン首相と会談する麻生総理大臣（右）
（９月２日、東京　写真提供：内閣広報室）

理工系人材育成招へい事業（2009年度「21世紀東アジア青少
年大交流計画」）の参加者による製鉄所の見学風景
（11月、茨城県鹿嶋市　写真提供：JICE）
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（1）オーストラリア

５．大洋州

日本とオーストラリアは、共に米国の同盟
国であり、基本的価値と戦略的利益を共有す
るアジア太平洋地域における重要なパートナ
ーである。日豪関係は、近年、急速に緊密化
してきた安全保障協力と貿易・投資関係を両
輪とする「包括的な戦略的関係」と呼べる段
階に入っている。

2009年は、ハイレベル訪問が引き続き活発
であり、スミス外相訪日（４月）、中曽根外
務大臣のオーストラリア訪問（５月）、ラッ
ド首相訪日（12月）が実現した。また、９月
の国連総会（於：ニューヨーク）の際には、
日豪首脳会談及び外相会談が実施された。さ
らに、バーネット西オーストラリア州首相（２
月）、ヘンダーソン北部準州首席大臣（10月）
等各州の要人も相次いで訪日した。こうした
ハイレベルの交流を通じて両国の関係が更に
強化された。

イ　安全保障協力
①二国間安全保障協力

日本とオーストラリアの安全保障協力は、
法的基盤の整備を中心に2009年も着実に進展
した。具体的には、第２回 日豪外務・防衛
閣僚協議（2008年12月）の結果を受けて、秘
密情報共有に関する日豪二国間の協定につい
て協議を実施した。また、12月のラッド首相
訪日の際の日豪首脳会談では、「安全保障協
力に関する日豪共同宣言」を実施するための

「行動計画」の改定を歓迎するとともに、日
本の自衛隊とオーストラリア軍の相互支援に
関する国際約束の締結に向けた政府間協議を
開始することで一致した。

核軍縮・核不拡散の分野では、ラッド首相
訪日に際し、日豪共同のイニシアティブで設
立された「核不拡散・核軍縮に関する国際委
員会」の報告書が同委員会の共同議長（川口
順子元外務大臣、エバンズ元オーストラリア
外相）から両首脳に対して提出され、両首脳
は日豪間の協力を一層強化していくことで一
致した。

②日米豪戦略対話
日米豪戦略対話は、2002年に開始され、戦

略的利益と基本的価値を共有する日米豪３か
国が、地域の諸課題について率直な意見交換
を行うとともに具体的な安全保障協力を推進
してきている。

９月の国連総会に際して、岡田外務大臣、
スミス・オーストラリア外相及びクリントン
米国国務長官が出席して、第４回 日米豪閣
僚級戦略対話（TSD）が開催され、アフガ
ニスタン・パキスタン、北朝鮮、イランなど
国際情勢に関する意見交換を行うとともに、
人道支援・災害救援を含む様々な分野におけ
る日米豪３か国の協力を推進していくことで
一致した。

ロ　経済関係
日本とオーストラリアの経済関係は、日本

から工業品を輸出し、オーストラリアから資
源、農産物等を輸入するという相互補完的な
ものである。こうした関係を一層強化するた
めに、2007年から日本はオーストラリアと
EPA交渉を開始し、2009年12月末までに10
回の交渉を行った。

首脳会談に臨む鳩山総理大臣（右）とラッド・オーストラリア首
相（12月15日、東京　写真提供：内閣広報室）
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（3）太平洋島嶼
しょ

国

太平洋島嶼
し ょ

国は、親日的な国が多く、国際
社会での協力や水産資源の供給の面で、日本
にとって重要なパートナーである。2009年は、
第５回PIF（注1）首脳会議（太平洋・島サミット）
及び様々な要人往来を通じ、日本と太平洋島
嶼
し ょ

国の関係が一層強化された。

イ　第５回太平洋・島サミット
太平洋・島サミットは、日本と太平洋島嶼

し ょ

国との関係を強化し、同地域の発展に日本が
共に取り組むため、1997年以降３年ごとに開
催されてきた。2009年で５回目を迎えた同サ
ミットは、５月22日から23日の２日間にわた
って北海道占

しむかっぷ

冠村トマムにて開催された。
麻生総理大臣とタランギ・ニウエ首相が共

同議長を務めた同サミットには、PIFから14
か 国・ ２ 地 域 の 首 脳 が 参 加 し、「We are 
islanders-エコで豊かな太平洋」をキャッチ
フレーズとして、①環境・気候変動問題、②
人間の安全保障の視点を踏まえた脆

ぜ い

弱性の克
服、③人的交流の強化について活発な議論が
行われ、「北海道アイランダーズ宣言」が採

択された。
環境・気候変動分野では、太平洋島嶼

し ょ

国か
ら日本のリーダーシップへの期待が表明され
た。環境・気候変動問題に協力して取り組む

「太平洋環境共同体」構想の下、COP15に向
けた国際交渉も含め、幅広い協力関係を構築
することで一致した。また、日本から、68億
円規模のPIFを通じた支援や1,500人規模の人
材育成を表明した。

（注１）	 PIF加盟国・地域：オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、キリバス、マーシャル、ミクロネシア、ナウル、パラオ、パプアニューギニア、サモア、
ソロモン、トンガ、ツバル、バヌアツ、クック諸島、ニウエの14か国２地域。

第５回太平洋・島サミットで記念撮影に臨む麻生総理大臣（中
央）と各国首脳
（５月22日、北海道・占

しむ

冠
かっぷ

村　写真提供：内閣広報室）

日本とニュージーランドは、互いにアジア
太平洋地域の先進民主主義国の一員として基
本的価値を共有しており、良好な二国間関係
を維持している。

４月には中曽根外務大臣がニュージーラン
ドを訪問し、マッカリー外相と会談、キー首
相を表敬し、日・ニュージーランド間の関係
強化について協議を行った。10月末、キー首
相が就任後初めて訪日し（公式実務訪問賓
客）、鳩山総理大臣との間で首脳会談が行わ
れた。両首脳は、伝統的な友好国として二国
間関係を更に強化することで一致し、両国間
の経済関係の強化及び気候変動分野における
協力等について協議を行った。

キー首相訪日中、天皇陛下による御引見が
行われたほか、経済界との交流も行われた。
また、訪日に同行したマッカリー外相と岡田

外務大臣の間でも外相会談が実施され、その
際、日・ニュージーランド科学技術協力協定
への署名が行われた。

（2）ニュージーランド

首脳会談に臨む鳩山総理大臣（右）とキー・ニュージーランド首
相（10月29日、東京　写真提供：内閣広報室）
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人間の安全保障の視点を踏まえた脆
ぜ い

弱性の
克服について、日本は2,000人規模の人材育
成（今後３年間）も含め、保健、教育、水供
給等の分野で支援を行っていく旨を表明した
のに対し、太平洋島嶼

し ょ

国から日本の支援に高
い評価と謝意の表明があった。

人的交流について、日本は太平洋島嶼
し ょ

国と
の人と人との交流を強化するため、今後３年
間で1,000人を超える青少年交流、研究留学
生の倍増、太平洋観光促進フォーラムの設置
等を内容とする「キズナ・プラン」を発表し、
太平洋島嶼

し ょ

国から支持と謝意の表明があっ
た。

以上を含め、日本は、同サミットにおいて、
世界経済・金融危機にもかかわらず今後３年
間で500億円規模という、前回サミットを上
回る支援策を表明したことで、日本と太平洋
島嶼

し ょ

国との関係強化を打ち出した（なお、麻
生総理大臣は、今回初めての試みとして、参
加したすべての首脳と個別に意見交換を行っ
た）。

ロ　二国間関係
2009年は、太平洋島嶼

し ょ

国・地域との関係で
ハイレベル訪問が活発に行われた。具体的に
は、新大統領就任式典出席のための森喜朗特
派大使（元総理大臣）のパラオ訪問（１月）、

アバル・パプアニューギニア外相の訪日（２
月）、橋本聖子外務副大臣のキリバス訪問（２
月）、トリビオン・パラオ大統領の訪日（４月）、
トメイン・マーシャル大統領の訪日（10月）
等が実施された。特に、パプアニューギニア
との間では、投資環境整備や日・パプアニュ
ーギニア間の直行便の増便等経済関係が強化
された。

ハ　日・PIF関係
８月、PIF総会の直後に開催された第21回

PIF域外国対話（注2）には、日本から小原雅博
PIF域外国対話特別代表・大使（外務省アジ
ア大洋州局審議官）が参加し、太平洋島嶼

し ょ

国・
地域が抱える諸問題について協議した。

ニ　フィジー情勢
近年、フィジー政府（軍事政権）による民

主化への取組が進展していないことに対し、
オーストラリアやニュージーランドを中心に
国際社会の批判が高まっており、PIF関連会
合参加の停止、英連邦への加盟資格の停止な
ど、フィジーは国際社会から孤立しつつある。
日本としても、フィジー政府との継続的な対
話を重視する観点から、種々の機会をとらえ、
フィジー政府に対し様々なレベルで早期民主
化復帰を促している。

首脳会談に臨む麻生総理大臣（右）とソマレ・パプアニューギニ
ア首相（５月19日、東京　写真提供：内閣広報室）

（注２）	 PIF域外国対話：PIFの前身の南太平洋フォーラム（SPF）（2000年10月から太平洋諸島フォーラム（PIF）に名称変更）が、1989年以来援助国を中心とす
る域外国との間で毎年実施しているものであり、日本は第１回対話から継続してハイレベル代表団を派遣している。

第７回世界貿易機関（WTO）閣僚会議出席時に日・サモア二国
間交渉終了についての署名式に出席する武正外務副大臣（左か
ら２番目）（12月１日、スイス・ジュネーブ）
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アジア太平洋における国際的枠組み一覧

（1）東アジア首脳会議（EAS）（ASEAN10か国＋日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド）

６．地域協力・地域間協力

EASは、地域及び国際社会の重要な問題
を首脳間の率直な対話で話し合うとともに、
地域共通の課題に対し、首脳主導で具体的協
力を進展させる目的で2005年12月にクアラル
ンプール（マレーシア）で発足した。将来の

「東アジア共同体」を形成していく上で、今
後重要な役割を果たすことも期待されてい
る。

７月にタイで開催されたEAS参加国外相
非公式協議では、北朝鮮などの地域・国際問
題、EASにおける協力の評価や将来の方向
性を中心に議論が行われた。中曽根外務大臣
からは、エネルギー安全保障、環境・気候変
動、青少年交流等の分野で日本が打ち出した
イニシアティブを着実に実施している旨を説
明した。

10月にタイで開催された第４回EASでは、
世界経済・金融危機対応、環境・気候変動問
題、東アジアの地域協力、地域情勢などにつ

いて議論され、「防災に関する声明」などが
採択された。鳩山総理大臣からは、世界経済・
金融危機への対応、COP15成功に向けた協
力の必要性、「東アジア共同体」構想などを
説明した。

経済面においては、世界経済・金融危機を
受け、日本として、影響を受けやすい分野・
人々への支援、アジアの成長力強化と内需拡
大などのための支援策を発表し、実施してい
る。６月には、首脳間の合意として「世界経
済・金融危機に関する共同プレス声明」を発
出した。成長力強化の観点から、2008年６月
に設立された東アジア・ASEAN経済研究セ
ンター（ERIA）は、マニラに本部があるア
ジ ア 開 発 銀 行（ADB）、 ジ ャ カ ル タ の
ASEAN事務局と協力して「アジア総合開発
計画」を作成している。また、CEPEA構想
の民間研究の成果を政府間で議論・検討する
こととなった。

ASEAN拡大外相会議
（ASEAN・PMC）

アジア欧州会合
（ASEM）

ASEAN拡大外相会議
（ASEAN・PMC）

ASEAN地域フォーラム
（ARF）

東アジア首脳会議
（EAS）

東南アジア諸国連合
（ASEAN）

アジア太平洋経済協力
（APEC）

日中韓

ASEAN+3

ASEAN地域フォーラム
（ARF）

アジア欧州会合
（ASEM）

台湾
香港

オーストラリア
ニュージーランド

インド

カンボジア
ラオス
ミャンマー

EU

ブルネイ
インドネシア
マレーシア
フィリピン
シンガポール
タイ
ベトナム

ロシア

米国
カナダ

バングラデシュ
スリランカ
東ティモール

パキスタン
モンゴル

北朝鮮

韓国
中国

メキシコ
チリ
ペルー

パプア
ニューギニア

日本
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東アジア地域協力の進展

ASEAN＋3協力

1997年アジア通貨危機

2008年～世界経済・金融危機

日・ASEAN協力 東アジア首脳会議（EAS）

セブ島（フィリピン）での会議（2007年1月）

シンガポールでの会議（2007年11月）

・1997年第1回ASEAN＋3首脳会議
　→以降、毎年首脳会議、閣僚会合を開催。

•1977年福田総理大臣マニラ演説
 「心と心のふれあい」→日本の対東南ア
ジア政策の基本。

•1998年新宮沢構想
　300億米ドルの資金支援

•（2009年4月、一連の首脳会議中止）

2001年米国同時多発テロ
2003年重症急性呼吸器症候群（SARS）流行
2004年インド洋津波災害

・1999年第3回ASEAN＋3首脳会議
　「東アジアにおける協力に関する共同声明」

•2002年小泉純一郎総理大臣スピーチ
　「共に歩み共に進むコミュニティ」
•2003年日・ASEAN特別首脳会議
　「東京宣言」 
•2005年日・ASEAN首脳会議
　「戦略的パートナーシップの深化拡大」

2005年第1回EAS（クアラルンプール）
「東アジア首脳会議に関するクアラルンプ
ール宣言」を採択。

①東アジア協力の原則（開放性・透明性・
包含性・普遍的価値の尊重）、②EASが
共同体形成に重要な役割を果たし得る
こと、を明記。

•「アジア経済倍増へ向けた成長構想」発
表（2009年4月）。

•世界経済・金融危機に関する共同プレ
ス声明発出（2009年6月）。

・2000年ASEAN＋3蔵相会議
　チェンマイ・イニシアティブ合意。

・チェンマイ・イニシアティブのマルチ化
の全主要事項に合意（2009年5月、
ASEAN+3財務大臣会合）。

・世界経済・金融危機に関する共同プレス
声明発出（2009年6月）。

・2003年ASEAN＋3財務相会議
　アジア債券市場育成イニシアティブ合意。

第10回ASEAN＋3首脳会議
•「東アジア協力に関する第二共同声明」
の次回首脳会議での採択に合意。

•貧困、女性、防災、鉱物資源の4分野が
追加され、協力分野は20分野、協議メ
カニズムは56にまで拡大。

•日本は、「女性と貧困削減に関する
ASEAN＋3シンポジウム」の開催を表
明。

第10回日・ASEAN首脳会議
•日・ASEAN包括的経済連携（AJCEP）
　協定交渉妥結の政治的意思を再確認。
•日・ASEAN賢人会議設置に合意。
•ASEAN統合に向けた支援（「日・
ASEAN包括的経済連携協力基金」へ
の拠出等）実施の表明。

第2回EAS
具体的協力推進の機運を確認

•優先5分野での協力推進に合意
　①エネルギー安全保障（「セブ宣言」採択）、
　②鳥インフルエンザ、③教育、④防災、⑤金融
•日本が表明した主なイニシアティブ
　①エネルギー（省エネ・バイオエネルギー等
　での協力）、②「21世紀東アジア青少年大交
流計画」、③「アジア・ゲートウェイ構想」等。

第3回EAS
•「エネルギー、環境、気候変動及び持続可能な開
発」が主要テーマ。福田総理大臣から、日本の環
境協力イニシアティブを表明。「気候変動、エネル
ギー及び環境に関するシンガポール宣言」を採択。

•ERIAの正式設立について一致した。
•フォローアップ・メカニズムを今後検討。

第11回日・ASEAN首脳会議
•AJCEP協定交渉妥結を歓迎、早期発
効に向け努力。

•「ASEAN憲章」採択を歓迎。ASEAN
統合への日本の積極的協力姿勢を改め
て示す。

•メコン地域開発支援継続や50万人分の
抗ウィルス剤追加配備等を表明。

第11回ASEAN＋3首脳会議
•「第二共同声明」を採択、10年間の協力
の成果を総括するとともに、今後10年
間のASEAN＋3協力の大局的方向性を
提示。

タイ、チャアム・ホアヒンでの会議（2009年10月）

第４回EAS
•北朝鮮・ミャンマー情勢に言及。
•景気刺激策の継続と保護主義への反対
が必要。

•COP15の成功に向けて貢献を継続。
•防災に関する共同声明を採択。
•ナーランダ大学再興に関する共同プレ
ス声明を発出。

•CEPEA構想の民間研究を政府間で議
論・検討するとの経済大臣会合の決定
を歓迎。

•防災、大学間協力に関する日本の提案
を歓迎・留意。21世紀東アジア青少年
大交流計画の進展に留意。

•東アジア・ASEAN経済研究センター
　（ERIA）の地域協力への貢献を評価。
•長期的な東アジア共同体構築に向けた
議論を改めて活性化させるとの日本の
新しい提案や豪提案の「アジア太平洋
共同体」について評価しつつ留意。

第12回日・ASEAN首脳会議
•ASEAN共同体実現に向けた努力に対
する日本の支援に謝意。

•11月の「日・メコン首脳会議」開催を含
め、日本のメコン開発支援を歓迎。

•気候変動問題について、「鳩山イニシア
ティブ」を評価。

•日本による経済危機対策支援、新型イ
ンフルエンザ対策支援、テロ対策支援、

　「21世紀青少年大交流計画」の進展等
を評価。

•長期的なビジョンとして、東アジア共同
体構築に向けた努力を改めて活性化す
るとの日本の目標を評価。

第1２回ASEAN+3首脳会議
•食料安全保障とバイオ・エネルギー開発
に関するASEAN+3協力に関するチャア
ム・ホアヒン声明を採択、食料安全保障
に関する地域協力を深めることで一致。

•北朝鮮、ミャンマー情勢に言及。
•COP15の成功に向け緊密に協力。
•EAFTA構想に関する民間研究提言の政
府間検討の開始に関する経済大臣会合
の決定を歓迎。

•ASEAN＋３が東アジア共同体構築と
いう長期的な目標に向けた主要な手段
としての役割。東アジア共同体構築に
向けた議論を改めて活性化するとの日
本の目標に留意。

•防災や東アジアにおける大学間交流に
関する国際会議開催の日本のイニシア
ティブを歓迎。
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（3）日中韓協力

地理的に近接し、歴史的に深いつながりを
有し、世界経済の約６分の１を占める日中韓
３か国の関係は、近年、経済面や文化面を始
めとして大きく進展している。日中韓３か国
が国際社会の課題解決に向け一層協力を促進
していくことは、東アジア地域、ひいては世
界の平和と繁栄にとり大きな意義を有してい
る。

４月にはパタヤ（タイ）において、ASEAN
関連首脳会議（同会議はタイ政府の決定によ
り延期となった）の機会をとらえて日中韓首
脳会議が開催され、北朝鮮の問題を中心に議
論を行い、東アジア地域の平和と安全を守る
ために、国連安保理として北朝鮮に対して一
致して強いメッセージを迅速に発出すべきと
の点で、３か国の間で相当程度考え方が収斂

れ ん

してきたことが確認された。
９月には上海（中国）において日中韓外相

会議が開催された。外相会議では、第２回 
日中韓サミットを10月に北京で開催すること
が合意され、その準備のための実質的協議を
行ったほか、北朝鮮情勢、東アジア地域協力、
気候変動、軍縮・不拡散など、共に関心を有
する国際・地域情勢について率直な意見交換
を行った。

10月には北京（中国）において、第２回 
日中韓サミットが開催された。三首脳は、10
周年を迎えた日中韓協力のこれまでの進捗

ちょく

状況を確認し、将来の展望を示すとともに、

北朝鮮情勢など、共に関心を有する国際・地
域情勢について率直な意見交換を行った。三
首脳は、３か国間協力の推進が地域や世界の
安定と繁栄にも貢献するとの認識で一致し、
相互信頼、平等、共益、開放性、透明性、多
様な文化の尊重が協力の基礎であることを確
認した。その上で、３か国が、貿易・投資、
環境保護、学術交流、人の往来など多くの分
野で協力を進め、地域・国際の諸問題につい
て連携を強化していくことで一致した。また、
サミットの成果として、「日中韓協力10周年
を記念する共同声明」及び「持続可能な開発
に関する共同声明」の２つの共同声明を発表
した。

ASEAN+3は、アジア通貨危機を直接の契
機として発足し、1997年に第１回首脳会議が
開催されて以降、金融を始めとして、貿易・
投資、農業、保健、エネルギー、環境、情報
通信、国境を越える犯罪など、幅広い分野で
協力を推進している。現在、協力分野は20、
協議メカニズムは57にまで拡大した。

10月の第12回ASEAN+3首脳会議（於：タ
イ）では、前年からの金融危機に対する協力
について議論され、特にチェンマイ・イニシ

アティブなどの金融協力について評価と期待
が表明された。また、鳩山総理大臣は、「東
アジア共同体」構想について説明を行い、参
加首脳国からは長期的目標として様々な分野
で協力を積み重ねていくことが重要との発言
がなされた。また、前年の食料・エネルギー
価格の乱

ら ん

高
こ う

下
げ

による地域への深刻な影響を踏
まえ、食料安全保障に関する協力を深めるこ
とで一致し、食料安全保障及びバイオ・エネ
ルギー開発に関する声明が発出された。

（2）ASEAN+3（日本・中国・韓国）

日中韓サミットに臨む、左から李
イ

明
ミョン

博
バク

韓国大統領、温
おん

家
か

宝
ほう

中国
国務院総理、鳩山総理大臣
（10月10日、中国・北京　写真提供：内閣広報室）
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（5）アジア欧州会合（ASEM）

（注１）	 APEC参加国・地域：ASEAN７か国（ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）、日本、韓国、中国、台湾、香港、
メキシコ、パプアニューギニア、オーストラリア、ニュージーランド、米国、カナダ、ペルー、チリ、ロシアの19か国・２地域。

ASEMは、アジアと欧州の関係を強化する
ことを目的として1996年に開始された。政治、
経済、文化・社会等の三つの柱を中心として、
首脳会合や外相会合を始めとする各種閣僚会
合等を通じて、アジアと欧州の対話と協力を
深める活動を行っている。

５月にハノイ（ベトナム）で開催された第
９回外相会合では、アジアと欧州の43か国・
２機関が一堂に会する中で、世界経済・金融
危機、気候変動等の地球規模の課題、国際情
勢・地域情勢について、活発かつ有意義な意

見交換を行ったほか、短い日程の中で多くの
国との二国間外相会談を行った。

また、同会合初日の朝に北朝鮮が実施した
地下核実験に対しては、中曽根外務大臣が強
いリーダーシップを発揮し、同実験をASEM
参加国が一致して非難する強い外相会合声明
を発出した。

さらに、同会合の議長声明では、オースト
ラリアとロシアのASEMへの参加申請を歓
迎し、2010年にブリュッセル（ベルギー）で
開催されるASEM第８回首脳会合で両国が
正式にASEMに参加することを可能とする
ための作業を高級事務レベルに指示すること
が表明された。

このほか、同会合期間中には、新型インフ
ルエンザが世界各地に広がっている中で、日
本が資金拠出を行った「ASEM新型インフル
エンザ対策事業」の開始式が行われ、中曽根
外務大臣が出席して、国際協調の重要性を訴
えた。時

じ

宜
ぎ

を得た日本の協力に対し、各国か
ら高い評価が寄せられた。

APECは、アジア太平洋地域の21か国・地
域から構成されている（注1）。日本の貿易量の
約７割、直接投資の約５割を占めるAPEC域
内での経済面での協力と信頼関係の強化は極
めて重要である。APEC首脳・閣僚会議は、
経済問題にとどまらず、国際社会の主要な関
心事項について、首脳・閣僚間で率直な意見
交換を行う有意義な場となっている。

11月にシンガポールで開催された第17回首
脳会議では、首脳声明「21世紀におけるアジ
ア太平洋の連

れ ん

繋
け い

のための新たな成長パラダイ
ム」が発出された。同声明では、①21世紀の
世界経済のニーズに対応する地域の新たな成
長パラダイムを策定すること、②均衡のとれ
た、あまねく広がる持続可能な成長の追求を
通じ、経済の長期的な回復を図ること、③
2010年にドーハ・ラウンドを妥結するよう努
力し、あらゆる形態の保護主義を拒否するこ
と の 重 要 性 が 強 調 さ れ た。 こ の ほ か、

FTAAP構想に向けた基礎作業を継続し、
2010年内にFTAAP実現のためのありうるべ
き道筋を探求していくこと、テロ対策、食料
安全保障、感染症対策を始めとした人間の安
全保障を強化することなどが合意された。

（4）アジア太平洋経済協力（APEC）

2009年アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議
（11月15日、シンガポール　写真提供：The	APEC	Singapore	
2009	Organizing	Committee）

アジア欧州会合（ASEM）第９回外相会合（５月25日〜26日、ベ
トナム・ハノイ）
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